
Ⅰ 女性の経済的自立
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（１）男女間賃金格差への対応
○社内格差（垂直分離）
①男女間賃金格差に係る情報の開示
・令和４年夏に女性活躍推進法の制度改正を実施、常用労働者301人以上の

事業主に対し、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を開示することを義

務化。有価証券報告書についても同内容の開示を義務付け。

②非正規雇用労働者の賃金の引上げ（同一労働同一賃金の徹底）
・企業に対して、労務管理の専門家による無料相談や先進的な取組事例の

周知等を実施。労働局による助言・指導等による法の履行確保。

○職種間格差（水平分離）
①女性デジタル人材の育成
・女性デジタル人材育成プランに基づき、就労に直結するデジタルスキ
ルの習得支援及びデジタル分野への就労支援を３年間集中的に推進。

②看護、介護、保育などの分野の現場で働く方々の収入の引上げ
・令和４年２月から実施している賃金の引上げ措置について、令和４年
10月以降も継続して実施。

③リカレント教育の推進
・大学等において、デジタルリテラシーの育成やＤＸ推進のためのリス
キリングを目的としたリカレント講座を開発・実施。

女性版骨太の方針2022（女性活躍・男女共同参画の重点方針202２）説明資料

・我が国の男女共同参画の現状は、諸外国に比べて立ち遅れ。
➢昭和の時代に形作られた各種制度や、男女間の賃金格差を含
む労働慣行、固定的な性別役割分担意識など構造的な問題。

➢人生100年時代を迎え、女性の人生と家族の姿は多様化して
おり、もはや昭和の時代の想定が通用しない。

⇒「第５次男女共同参画基本計画」を着実に実行するため、
令和４年度及び５年度に重点的に取り組むべき事項を定める。

（万件）
婚姻・離婚件数の年次推移 男女の寿命（令和２年）

女性 男性

90歳時
生存割合

52.6% 28.1%

95歳時
生存割合

27.9% 10.5%

平均寿命 87.71歳 81.56歳

死亡年齢
最頻値

93歳 88歳

男女間賃金格差（所定内給与額、令和３年）
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男女間賃金格差の国際比較（賃金：中央値）
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（２）地域におけるジェンダーギャップの解消

・全国355か所の男女共同参画センターを、人材育成やネットワークを

通じて強力にバックアップするため、男女共同参画のナショナルセン

ターが必須。

・このため、独立行政法人国立女性教育会館を内閣府に移管。同法人の

業務の在り方について、令和４年度に有識者会議において検討。

・男女共同参画センターの機能の強化・充実に向け、専門人材の確保、

関係機関・団体との連携強化、地域による取組の温度差の解消を強力

に進める。

・地域女性活躍推進交付金を始めとする国の支援策を活用して、ジェン

ダーギャップを解消するための地方公共団体の効果的な取組を支援。

・「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」について、地域で活

躍する女性役員や女性活躍に取り組む経営者が登壇する地域シンポジ

ウムを全国各地で開催。

（３）固定的な性別役割分担意識・無意識の思い込みの
解消

・女性の人生の多様化の実態について広く周知し、家庭の役割の重要性

と同時に、結婚すれば生涯、経済的安定が約束されるという価値観で

女の子を育てることのリスクについて認識を広める。

・地方公共団体や経済団体等を対象としたワークショップ等の啓発を強

化し、広報担当や管理職、経営層の意識改革と理解の促進を図る。

（４）女性の視点も踏まえた社会保障制度・税制等の検討
我が国の社会保障制度・税制は昭和時代に形作られたが、令和の時代を迎

え、女性の人生や家族の姿は多様化。このため、

①現行の制度は就業調整を選択する人を増やしているのではないか。

②配偶者の経済力に依存しやすい制度は、男女間賃金格差も相まって、女性

の経済的困窮に陥るリスクを高める結果となっているのではないか。

③現行の制度は分配の観点から公平な仕組みとなっていないのではないか。

という主に３つの観点から、社会保障制度や税制等について検討。

（５）ひとり親支援
①職業訓練

・高等職業訓練促進給付金等の拡充措置について成果や課題を検証した上で継

続的な実施について検討。

・訓練後から就業までの企業との連携の在り方なども含めて総合的に検討し、

中長期的な自立につながる支援策の強化。

②養育費

・離婚の際に養育費を支払うのは当然のことであるという意識改革を強力に進

める。養育費の「受領率」に関する達成目標を定める(現状約24％※母子家庭)。

（６）ジェンダー統計の充実に向けた男女別データの的確な
把握

・「ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループ」におい

て、各種統計等における多様な性への配慮についての現状を把握し、課題

について検討を進め、令和４年の夏頃を目途に取りまとめ。

Ⅰ 女性の経済的自立
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女

・教育委員会に対して、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を

払しょくするための教員研修プログラムを活用した研修を促す。

・学校教育において、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解

消につながる教育を推進するための指導モデルの開発を令和４年度に行う。
（％）



あった
13.4%

なかった
86.6%

ある
24.6%

ない
75.4%

（１）アダルトビデオ出演被害対策等
・ＡＶ出演被害防止・救済法案の審議状況を踏まえ、必要な対応策を講

じる。

・アダルトビデオ出演被害に係る緊急対策パッケージに基づき、集中的

な広報・啓発の実施や、学校教育の現場などで教育啓発、各種法制度

の運用を強化。

・インターネット上の性的な暴力、児童買春・児童ポルノ等の根絶に向

けて、関係法令の適用により、違法行為に対して、事案に応じたより

一層厳正な対処。

（２）性犯罪・性暴力対策
・令和５年度以降の「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」の後継となる

方針を令和４年度中に策定。

・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの体制強化

に向けて、交付金の充実によるワンストップ支援センターの安定的な

運営や、相談員の処遇改善を図ることで職業として確立するよう支援。

・関係省庁が連携して痴漢撲滅に向けた取組を抜本的に強化するための

「痴漢撲滅パッケージ」（仮称）を令和４年度中に取りまとめ。

・「生命（いのち）の安全教育」の令和５年度全国展開に向け、令和４

年度は教材等を活用した指導モデルを作成、その普及・展開を図る。

・ハラスメント防止対策の推進（就活セクハラ等）。

（３）配偶者等からの暴力への対策の強化
・ワーキング・グループ報告書素案（中間報告）を踏まえ、配偶者暴力

防止法の改正が早期に実現できるよう、検討を行い、結論を得る。

・生活・就業・住宅・子育てなどの生活再建に必要な手続の見直しなどにつ

いて検討事項を夏までに整理、令和４年内に抜本強化策を取りまとめ。

・非同棲交際相手からの暴力（いわゆるデートＤＶ）への対応として、予防

や一時保護・緊急避難などについて必要な施策の整理を行い、令和４年内

に必要な対策を取りまとめ。

（４）困難な問題を抱える女性への支援
・「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の令和６年４月の円滑

な施行に向けて、各都道府県での支援体制の計画的な整備、人材の確保・

養成・処遇改善の推進、民間団体との協働の促進など環境整備。

（５）女性の健康
・「生理の貧困」への支援として、地域女性活躍推進交付金や地域子供の未

来応援交付金により生理用品提供を支援、地方公共団体の取組の横展開。

・フェムテックの更なる推進に向けて、薬機法上の位置付け等を整理。実証

事業を実施し、働く女性の就業継続を支援。製品等に関連して消費者等か

ら情報提供があれば、関係府省庁間で情報共有し、適切に対応。

・予期せぬ妊娠への対応として、緊急避妊薬を処方箋なしに薬局で適切に利

用できるようにすることについて、令和４年度はパブリックコメントを実

施し、着実に検討を進める。

・女性の健康に関する知識の向上に向けて、国が率先して取り組むため、国

の職員を対象に研修など様々な機会を通じて周知することを検討。

（６）夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方
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Ⅱ 女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現
アダルトビデオ出演被害：モデルやアイドル等の勧誘（令和２年）

②聞いていない・同意していない
性的な行為等の撮影要求の有無

（n=2,575）

①モデル・アイドル等の勧誘経験の有無
（n=20,000）
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（１）男性の育児休業取得の推進及び働き方の改革
○男性の育児休業取得の推進等
・「産後パパ育休」の創設などを内容とする改正育児・介護休業法の段階

的施行を踏まえ、ハローワークにおける育児休業中の代替要員確保に関

する相談支援や両立支援等助成金の周知等を実施。

○コロナ下で広まったテレワーク等多様な働き方の定着
・コロナ収束後も多様な働き方を後退させずコロナ前の働き方に戻さない。

・中小企業におけるテレワークの導入を支援、テレワークに関してワンス

トップで相談できる窓口を設置。あらゆる地域で同じような働き方を可

能とする環境を整えるため、地方創生に資するテレワークを推進。テレ

ワーク推進に関する新たな政府目標を検討。

・幹部職員及び管理職が不慣れなことによってオンライン会議が避けられ

ることがないよう、全府省で管理職のデジタル自立を実践。

（２）男性の育児参画を阻む壁の解消
○男性が育児参画するためのインフラの整備
・公共交通機関や公共施設において、ベビーベッド等の男性トイレへの

設置、ベビーカー使用者のためのフリースペースの設置を促進。

○学校関連の活動・行事におけるオンライン化の推進等
・保護者と学校の間の連絡のオンライン化を進める。ＰＴＡや保護者会な

ど学校関連の活動・行事について、男女共同参画の観点から保護者や地

域住民が参画しやすい工夫を行っている事例を取りまとめ、横展開。

○子育て・介護など各種行政手続におけるオンライン化の推進
・子育て・介護に関する手続のサービス検索及びオンライン申請ができる

ワンストップサービスについて、令和４年度に地方公共団体における導

入を促すとともに、地方公共団体のシステム改修等を支援。

○仕事と子育て等の両立を阻害する慣行等への対応
・園と保護者の連絡が電話や紙で行われることなどについて、関係府省に

対し対応を働きかけるとともに、使用済み紙おむつや布団の持ち帰りな

どについて、令和３年度に実施した「仕事と子育て等の両立を阻害する

慣行等調査」において収集した対応例を広く一般に周知。

（３）男性の孤独・孤立対策
○男性相談窓口の充実強化
・全国的に相談対応が行える体制の整備に向け、各地の相談ニーズ等につ

き実態を把握するとともに、課題を抽出し、具体的な支援方法を検討。

男性相談を行っている男女共同参画センターの取組事例について、全国

の男女共同参画センターに対して横展開。
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Ⅲ 男性の家庭・地域社会における活躍
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男性の単独世帯数（年齢階級別）：1094万世帯（令和２年）

（一般世帯の19.6%）
自分と配偶者で半分ずつ分担
（外部サービスは利用しない）

外部サービスを利用しながら、それ以
外は自分と配偶者で半分ずつ分担

自分の方が配偶者より多く分担
（外部サービスは利用しない）

外部サービスを利用しながら、
それ以外は自分の方が配偶者
より多く分担

外部サービスを利用しながら、それ以外
は配偶者の方が自分より多く分担

その他 わからない

家事に関する配偶者との役割分担の希望（男性）(令和元年)

民間企業 地方公務員 国家公務員

女性 81.6 ％ 99.7 ％ 99.6 ％

男性 12.7 ％ 13.2 ％ 51.4 ％

育児休業者の割合（令和２年度）

有配偶
死別

離別

不詳

未婚

（万世帯）

配偶者の方が自分より多く分担
（外部サービスは利用しない）



（１）政治分野

・政治分野におけるハラスメント防止のための研修教材について、各

議会等における積極的な活用を推進するとともに、令和４年度以降、

その活用状況等について、定期的に把握し、「見える化」を図る。

（２）行政分野
・能力及び実績による人事管理を前提としつつ、従来の人事慣行を見

直し、女性職員の職域の拡大に取り組む。

・コロナ前の働き方に戻さないよう、テレワーク等の柔軟な働き方を

推進。令和４年度内にフレックスタイム制の見直し等による勤務時

間の弾力化や勤務間インターバルの確保の在り方についても検討。

（３）経済分野

・「女性役員情報サイト」において、プライム市場上場企業を始め、

市場ごとの女性役員がいない企業の状況や女性役員比率ランキング

を掲載。

・令和４年度に全国の商工会及び商工会議所における役員の種別ごと

の女性割合を一覧化して「見える化」。

・公共調達において企業等を加点評価する取組について、取組状況の

更なる「見える化」を行い、各機関における取組を底上げ。

女性ゼロ
議会数

議会数
女性ゼロ
議会比率

都道府県議会 ０ 47 0.0%

市区町村議会 275 1741 15.8%

市議会 24 792 3.0%

特別区議会 ０ 23 0.0%

町村議会 251 926 27.1%

Ⅳ 女性の登用目標達成（第５次男女共同参画基本計画の着実な実行）

5

・コース別雇用管理を行う企業に対し、より柔軟な運用に向けた見直しを行

うよう周知啓発。転換制度を設けていない企業へ制度を設けるよう働きかけ。

（４）科学技術・学術分野
・給付型奨学金や授業料等減免の制度について、理工系や農学系の分野に進

学する女子学生を対象とした官民共同の修学支援プログラムを創設。

・入学後の専攻分野の決定（レイトスペシャライゼーション）や、入学後の

専攻分野の転換、編入学など早期に文理選択を行う必要のない環境の構築。

・女子割合の少ない分野の大学入学者選抜における女子学生枠の確保等に積

極的に取り組む大学等に対し、運営費交付金や私学助成による支援強化。

・大学への資源配分において、学長、副学長及び教授における女性登用に対

するインセンティブを引き続き付与。

（５）地域における女性活躍の推進
○農業委員や農業協同組合役員等における女性割合の向上
・農業委員や農業協同組合、森林組合、漁業協同組合の役員及び土地改良区

等の理事に占める女性の割合の向上や女性登用ゼロからの脱却に向けて、

地方公共団体、農林水産団体等に対し働きかけ。

○防災分野
・都道府県防災会議や市町村防災会議の委員に占める女性の割合の引上げに

向けて、防災・復興ガイドラインに基づく取組を全国各地に展開。

・消防吏員や消防団員、自衛官、地方警察官など防災の現場等における女性

割合の目標達成に向けて、女性の参画拡大の環境整備。

○校長・教育委員会等における女性割合の向上
・校長、副校長及び教頭の女性割合について、教育委員会に対して、目標設

定を促すとともに令和４年度中にフォローアップ。各学校法人にも、令和

４年度中に分かりやすい情報公開を促す。

・女性教育委員がいない教育委員会に対し助言を行い、結果を公表。

（６）国際分野
・在外公館の各役職段階に占める女性の割合(令和３年７月現在：公使、参事

官以上7.5％、特命全権大使、総領事4.7％)を令和７年までに引き上げる目

標(公使、参事官以上10％、特命全権大使、総領事８％)を着実に達成。

（省内公募の活用、管理職や管理職候補への中途採用や民間登用の推進等）
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全上場企業 東証一部
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企業数（割合）
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 は
じ
め

に
 

１
．
我

が
国
の

現
状

と
課
題
 

 
男
女

共
同
参

画
は

、
日

本
政
府

の
重
要

か
つ

確
固

た
る
方

針
で
あ

り
、

国
際

社
会
で

共
有
さ

れ
て

い
る

規
範
で

あ
る
。

ま
た

、
個

性
と
多

様
性
を

尊
重

す
る

社
会
の

実
現
、

我
が

国
の

経
済
社

会
の
持

続
的

発
展

に
お
い
て
不
可

欠
な
要
素
で
も
あ
る
。
 

 
し
か

し
な
が

ら
、

令
和

３
年
３

月
に
世

界
経

済
フ

ォ
ー
ラ

ム
が
公

表
し

た
「

ジ
ェ
ン

ダ
ー
・

ギ
ャ

ッ
プ

指
数
」
で
は

1
5
6
か
国
中

1
2
0
位
で
あ
る
こ

と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
我
が
国
の
男
女
共
同
参
画
の
現

状
は
諸

外
国
に

比
べ

て
立

ち
遅
れ

て
い
る

と
言

わ
ざ

る
を
え

な
い
。

ま
た

、
長

引
く
新

型
コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感
染

症
の
影

響
は

、
男

女
共
同

参
画
の

遅
れ

を
改

め
て
顕

在
化
さ

せ
た

。
そ

の
背
景

に
は
、

昭
和

の
時

代
に
形

作
ら
れ

た
各

種
制

度
や
、

男
女
間

の
賃

金
格

差
を
含

む
労
働

慣
行

、
固

定
的
な

性
別
役

割
分

担
意

識
な
ど

、
制
度

・
慣

行
・

意
識
の

３
つ
の

要
素

が
相

互
に
強

化
し
合

っ
て

い
る

と
い
う

構
造
的

な
問

題
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
人
生

1
0
0
年
時
代
を
迎
え
、
女
性
の
人
生
と
家
族
の
姿
は
多
様
化
し

て
お
り
、
も
は
や
昭
和
の
時
代
の
想
定
が
通
用
し
な
い
の
が
実
態
で
あ
る
。
 

こ
の
よ

う
な

課
題
へ

の
対

応
の
鍵

と
な

る
の
が

「
女

性
の
経

済
的

自
立
」

で
あ

る
。
こ

れ
を

「
新

し
い

資
本
主

義
」
の

中
核

と
位

置
付
け

、
女
性

が
直

面
す

る
課
題

を
一
つ

一
つ

解
決

し
、
令

和
の
時

代
に

お
い

て
女
性
が
経
済
的
に
自
立
し
て
生
き
ら
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 
ま
た

、
若
い

世
代

の
身

近
な
問

題
と
し

て
顕

在
化

し
た
ア

ダ
ル
ト

ビ
デ

オ
出

演
被
害

は
、
被

害
者

の
心

身
や
私

生
活
に

長
期

間
に

わ
た
っ

て
悪
影

響
を

与
え

る
重
大

な
人
権

侵
害

で
あ

り
、
被

害
の
発

生
・

拡
大

防
止
に

徹
底
し

た
措

置
を

講
ず
る

こ
と
が

性
を

巡
る

個
人
の

尊
厳
を

保
持

す
る

た
め
に

不
可
欠

で
あ

る
。

性
犯
罪

・
性
暴

力
や

配
偶

者
暴
力

等
へ
の

対
策

、
困

難
な
問

題
を
抱

え
る

女
性

へ
の
支

援
等
を

通
じ

、
女

性
が
尊

厳
と
誇

り
を

持
っ

て
生
き

ら
れ
る

社
会

を
実

現
す
る

必
要
が

あ
る

。
さ

ら
に
、

諸
外
国

の
女

性
は

普
通
に

手
に
し

て
い

る
の

に
、
我

が
国
の

女
性

に
は

手
に
入

ら
な
い

と
指

摘
さ

れ
て
い

る
事
柄

に
つ

い
て

も
、
速
や
か
に
改
善
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
男
性

も
ま
た

男
女

共
同

参
画
社

会
の
主

役
で

あ
る

。
こ
れ

ま
で
、

男
性

は
、

長
時
間

労
働
等

の
昭

和
時

代
か
ら

続
く
慣

行
に

阻
ま

れ
、
家

庭
や
地

域
に

お
け

る
活
躍

の
機
会

が
相

対
的

に
少
な

か
っ
た

。
女

性
の

社
会
に

お
け
る

活
躍

と
歩

調
を
合

わ
せ
て

、
男

性
の

育
児
等

へ
の
参

画
や

地
域

活
動
へ

の
参
加

を
促

し
、

男
性
も
の
び
の
び
と
生
き
や
す
い
社
会
を
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 ２
．
「
女

性
活

躍
・
男

女
共

同
参

画
の
重

点
方

針
2
0
2
2
」
の
基

本
的

な
考
え
方
 

 
政
府

は
、
一

丸
と

な
っ

て
、
男

女
共
同

参
画

社
会

基
本
法

に
基
づ

く
「

第
５

次
男
女

共
同
参

画
基

本
計

画
～
す
べ
て
の
女
性
が
輝
く
令
和
の
社
会
へ

～
（
令
和
２
年

1
2
月

2
5
日
閣
議
決
定
、
以
下
「
５
次
計
画
」

と
い
う
。
）
」
を
着
実
に
実
行
し
て
い
く
。
特
に
、
５
次
計
画
の
中
間
年
に
当
た
る
令
和
５
年
度
に
向
け
て
、

取
組
を

更
に
加

速
さ

せ
て

い
く
必

要
が
あ

る
。

こ
の

た
め
、

５
次
計

画
に

掲
げ

ら
れ
た

具
体
的

な
取

組
に

つ
い
て

は
、
本

重
点

方
針

に
お
け

る
記
載

の
有

無
に

か
か
わ

ら
ず
、

着
実

に
実

施
す
る

。
そ
の

上
で

、
５

次
計
画

で
決
定

し
た

成
果

目
標
の

達
成
や

施
策

の
実

施
に
向

け
た
取

組
の

更
な

る
具
体

化
を
行

う
と

と
も

に
、
新
た
に
取
り
組
む
事
項
と
し
て
、
 

 
Ⅰ
 
女
性
の
経
済
的
自
立
 

 
Ⅱ
 
女
性
が
尊
厳
と
誇
り
を
持
っ
て
生
き
ら
れ
る
社
会
の
実
現
 

 
Ⅲ
 
男
性
の
家
庭
・
地
域
社
会
に
お
け
る
活
躍
 

 
Ⅳ
 
女
性
の
登
用
目
標
達
成
（
第
５
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
の
着
実
な
実
行
）
 

に
つ
い

て
、
政

府
全

体
と

し
て
今

後
重
点

的
に

取
り

組
む
べ

き
事
項

を
定

め
る

。
政
府

は
、
本

重
点

方
針

に
基
づ
き
、
横
断
的
な
視
点
を
持
っ
て
、
速
や
か
に
各
取
組
を
進
め
る
。
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Ⅰ

 
女

性
の
経

済
的

自
立

 

人
生

1
0
0
年
時
代
を
迎
え
、
日
本
の
女
性
の
半
分
以
上
は

9
0
歳
ま
で
生
き
る
。
離
婚
件
数
は
結
婚
件
数

の
３
分

の
１
で

あ
り

、
結

婚
す
れ

ば
生
涯

、
経

済
的

安
定
が

約
束
さ

れ
る

と
い

う
「
永

久
就
職

」
は

も
は

や
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
。
一
方
で
、
有
業
の
既
婚
女
性
の
６
割
が
所
得

2
0
0
万
円
未
満
、
単
身
未
婚
女

性
の
約
半
数
が
所
得

3
0
0
万
円
未
満
で
あ
る

。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
女
性
が
長
い
人
生
を

経
済
的

困
窮
に

陥
る

こ
と

な
く
生

活
で
き

る
力

を
つ

け
る
こ

と
は
、

女
性

本
人

の
た
め

に
も
、

ま
た

我
が

国
の
経

済
財
政

政
策

の
観

点
か
ら

も
、
喫

緊
の

課
題

で
あ
る

。
あ
ら

ゆ
る

手
を

打
ち
、

女
性
が

経
済

的
に

自
立
で
き
る
環
境
を
整
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

 （
１
）

男
女
間

賃
金

格
差
へ

の
対

応
 

○
社
内

格
差
（

垂
直

分
離
）
 

男
性
と

女
性

が
同
じ

組
織

で
働
い

て
い

て
も
、

職
務

や
職
責

が
異

な
る
こ

と
等

か
ら
、

女
性

は
よ
り
低

賃
金
と

な
る
傾

向
が

あ
る

。
各
組

織
に
お

い
て

、
そ

れ
ぞ
れ

要
因
を

詳
細

に
分

析
し
、

女
性
の

処
遇

改
善

に
つ
な
げ
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
 

①
男
女

間
賃
金

格
差

に
係
る

情
報

の
開
示
 

 
正
規

・
非
正

規
雇

用
の

日
本
の

労
働
者

の
男

女
間

賃
金
格

差
は
、

他
の

先
進

国
と
比

較
し
て

大
き

い
。

ま
た
、

日
本
の

女
性

の
パ

ー
ト
タ

イ
ム
労

働
者

比
率

は
高
い

。
男
女

間
の

賃
金

の
差
異

に
つ
い

て
、

以
下

の
と
お
り
、
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
き
、

開
示
の
義
務
化
を
行
う
。
 

・
情
報

開
示
は

、
連

結
ベ

ー
ス
で

は
な
く

、
企

業
単

体
ご
と

に
求
め

る
。

ホ
ー

ル
デ
ィ

ン
グ
ス

（
持

株
会

社
）
も
、
当
該
企
業
に
つ
い
て
開
示
を
行

う
。
 

・
男
女

の
賃
金

の
差

異
は

、
全
労

働
者
に

つ
い

て
、

絶
対
額

で
は
な

く
、

男
性

の
賃
金

に
対
す

る
女

性
の

賃
金
の

割
合

で
開
示

を
求

め
る
こ

と
と

す
る
。

加
え

て
、
同

様
の

割
合
を

正
規

・
非
正

規
雇

用
に
分
け

て
、
開
示
を
求
め
る
。
 

（
注
）
現
在
の
開

示
項

目
と
し

て
、
女
性

労
働

者
の
割
合
等
に
つ
い
て
、
企
業
の

判
断
で
、
更
に
細
か
い
雇
用
管
理
区

分
（
正
規
雇

用
を
更
に
正
社
員
と
勤
務
地
限
定
社
員
に
分
け
る
等
）
で
開
示
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
男
女
の
賃

金
の
割
合
に
つ
い
て
、
当
該
区
分
に
つ
い
て

も
開
示
す
る
こ
と
は
当
然
、
可
能
と
す
る
。
 

・
男
女
の
賃
金
の
差
異
の
開
示
に
際
し
、
説

明
を
追
記
し
た
い
企
業
の
た
め
に
、
説
明
欄
を
設
け
る
。
 

・
対
象
事
業
主
は
、
常
時

雇
用
す
る
労
働
者

3
0
1
人
以
上
の
事
業
主
と
す
る
。
1
0
1
人
～
3
0
0
人
の
事
業
主

に
つ
い
て
は
、
そ
の
施
行
後
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
検
討
を
行
う
。
 

・
金
融

商
品
取

引
法

に
基

づ
く
有

価
証
券

報
告

書
の

記
載
事

項
に
も

、
女

性
活

躍
推
進

法
に
基

づ
く

開
示

の
記
載
と
同
様
の
も
の
を
開
示
す
る
よ
う
求
め
る
。
 

・
本
年
夏
に
、
制
度
（
省
令
）
改
正
を
実
施
し
、
施
行
す
る
。
初
回
の
開
示
は
、
他
の
情
報
開
示
項
目

と
あ

わ
せ
て
、
本
年
７
月
の
施
行
後
に
締
ま
る
事
業
年
度
の
実
績
を
開
示
す
る
。
 

・
国
・
地
方
公
共

団
体
に
つ
い
て
も
同
様
に
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
開
示
を
行
う
。【

内
閣
府
、
金

融

庁
、
厚
生
労
働
省
、
全
府
省
】
 

 ➁
非
正

規
雇
用

労
働

者
の
賃

金
の

引
上
げ

（
同

一
労
働

同
一

賃
金
の

徹
底

）
 

同
一
労

働
同

一
賃
金

に
つ

い
て
、

企
業

に
対
し

て
、

労
務
管

理
の

専
門
家

に
よ

る
無
料

相
談

や
先
進
的

な
取
組

事
例
の

周
知

等
き

め
細
や

か
な
支

援
を

実
施

す
る
と

と
も
に

、
労

働
局

に
よ
る

助
言
・

指
導

等
に

よ
る
法

の
履
行

確
保

を
図

る
こ
と

に
よ
り

正
規

雇
用

と
非
正

規
雇
用

の
同

一
労

働
同
一

賃
金
を

徹
底

し
、

女
性
が
多
い
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
待
遇
を

改
善
す
る
。
【
厚
生
労
働
省
】
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  ○
職
種

間
格
差

（
水

平
分
離

）
 

男
性
と

女
性

は
異
な

る
業

種
や
職

種
に

集
中
し

て
お

り
、
女

性
が

よ
り
多

く
占

め
る
サ

ー
ビ

ス
業
や
看

護
・
介

護
・
保

育
は

、
比

較
的
低

賃
金
で

あ
る

こ
と

が
多
い

。
女
性

が
よ

り
多

く
働
く

業
種
の

賃
金

を
引

き
上
げ

る
と
と

も
に

、
高

賃
金
が

見
込
ま

れ
る

成
長

分
野
へ

の
労
働

移
動

を
支

援
す
る

こ
と
が

有
効

で
あ

る
。
 

①
女
性

デ
ジ
タ

ル
人

材
の
育

成
 

 
今
後
の
我
が
国
を
支
え
る
成
長
産
業
で
あ

る
デ
ジ
タ
ル
業
界
へ
の
女
性
の
労
働
移
動
を
支
援
し
、
ま

た
、

デ
ジ
タ

ル
分
野

に
お

け
る

ジ
ェ
ン

ダ
ー
ギ

ャ
ッ

プ
の

解
消
の

た
め
、

令
和

４
年

４
月
に

男
女
共

同
参

画
会

議
に
お

い
て
決

定
し

た
「

女
性
デ

ジ
タ
ル

人
材

育
成

プ
ラ
ン

」
に
基

づ
き

、
就

労
に
直

結
す
る

デ
ジ

タ
ル

ス
キ
ル

の
習
得

支
援

及
び

デ
ジ
タ

ル
分
野

へ
の

就
労

支
援
を

今
後
３

年
間

集
中

的
に
推

進
す
る

。
プ

ラ
ン

の
実
施

に
当
た

っ
て

は
、

特
に
、

一
定
の

ス
キ

ル
を

持
つ
デ

ジ
タ
ル

人
材

を
求

め
る
企

業
・
団

体
と

当
該

ス
キ
ル

を
有
す

る
女

性
と

の
マ
ッ

チ
ン
グ

の
仕

組
み

な
ど
、

地
域
に

お
け

る
積

極
的
な

取
組
を

促
進

す
る

観
点
か

ら
、
事

例
集

の
更

な
る
充

実
を
通

じ
て

周
知

・
啓
発

を
強
力

に
行

う
と

と
も
に

、
地
方

公
共

団
体

に
対
し

地
域
女

性
活

躍
推

進
交
付

金
を
活

用
し

た
取

組
を
促

す
。
ま

た
、

プ
ラ

ン
策
定

の
３
年

後
を

目
途

に
効
果
を
検
証
し
、
プ
ラ
ン
全
体
の
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
必
要
な
見
直
し
を
行
う
。【

内
閣
府
、
関
係

府
省
】
 

 ➁
看
護

、
介
護

、
保

育
な
ど

の
分

野
の
現

場
で

働
く
方

々
の

収
入
の

引
上

げ
 

看
護
、

介
護

、
保
育

、
幼

児
教
育

な
ど

、
新
型

コ
ロ

ナ
ウ
イ

ル
ス

感
染
症

へ
の

対
応
と

少
子

高
齢

化
へ

の
対
応

が
重
な

る
最

前
線

に
お
い

て
働
い

て
い

る
の

は
多
く

が
女
性

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
職
業

に
係

る
処

遇
改
善
に
向
け
て
、
令
和
４
年
２
月
か
ら
実
施
し
て
い
る
賃
金
の
引
上
げ
措
置
に
つ
い
て
、
令
和
４
年

1
0

月
以
降
も
継
続
し
て
実
施
す
る
。
【
内
閣
官
房
、
内
閣
府
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
】
 

 ③
リ
カ

レ
ン
ト

教
育

の
推
進
 

令
和
４

年
度

に
、
大

学
等

に
お
い

て
、

都
道
府

県
労

働
局
や

地
方

公
共
団

体
、

企
業
等

と
連

携
し
、
産

業
界
の

人
材
ニ

ー
ズ

等
に

応
じ
て

、
デ
ジ

タ
ル

リ
テ

ラ
シ
ー

の
育
成

や
Ｄ

Ｘ
推

進
の
た

め
の
リ

ス
キ

リ
ン

グ
を
目

的
と
し

た
リ

カ
レ

ン
ト
講

座
を
開

発
・

実
施

す
る
。

さ
ら
に

、
各

労
働

局
・
ハ

ロ
ー
ワ

ー
ク

等
と

連
携
す

る
こ
と

で
、

受
講

者
に
対

し
て
確

実
な

就
職

・
転
職

支
援
を

行
う

。
ま

た
、
受

講
者
の

就
職

・
転

職
状
況

を
含
む

教
育

効
果

の
検
証

等
を
行

う
と

と
も

に
、
大

学
、
企

業
等

に
対

し
好
事

例
の
横

展
開

を
図

る
こ
と
で
取
組
を
促
進
す
る
。
【
文
部
科
学

省
】
 

 
経
済

的
に
困

難
な

状
況

に
あ
る

人
も
含

め
、

学
び

直
し
を

希
望
す

る
方

に
対

し
、
大

学
等
で

行
う

無
料

講
座
や

給
付
制

度
等

を
利

用
で
き

る
認
定

を
受

け
た

課
程
を

周
知
す

る
た

め
、

講
座
等

の
情
報

を
発

信
す

る
ポ
ー

タ
ル
サ

イ
ト

の
積

極
的
な

活
用
等

を
大

学
、

企
業
、

各
都
道

府
県

等
に

促
す
。

【
文
部

科
学

省
、

厚
生
労
働
省
、
経
済
産
業
省
】
 

労
働
者

が
働

き
な
が

ら
訓

練
を
受

講
す

る
た
め

の
教

育
訓
練

休
暇

制
度
等

を
導

入
・
適

用
す

る
事
業
主

を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
時
短
勤
務
な
ど
、
多
様
な
働
き
方
を
推
進
す
る
。
【
厚
生
労
働
省
】
 

 （
２
）

地
域
に

お
け

る
ジ
ェ

ン
ダ

ー
ギ
ャ

ッ
プ

の
解
消

 

近
年
、

若
い

女
性
が

地
方

か
ら
大

都
市

へ
と
出

て
行

く
傾
向

が
強

ま
っ
て

お
り

、
少
子

化
・

人
口
減
少

が
加
速

す
る
要

因
の

一
つ

と
な
っ

て
い
る

。
そ

の
背

景
に
は

、
根
強

い
固

定
的

な
性
別

役
割
分

担
意

識
が
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 あ
る
と

考
え
ら

れ
、

特
に

経
済
的

に
自
立

し
た

い
女

性
に
と

っ
て
は

、
地

元
で

生
活
す

る
と
い

う
選

択
肢

が
選
び

づ
ら
く

な
っ

て
い

る
。
こ

の
流
れ

を
止

め
る

た
め
に

は
、
全

国
津

々
浦

々
で
ジ

ェ
ン
ダ

ー
ギ

ャ
ッ

プ
を
解
消
し
、
男
女
共
同
参
画
社
会
を
実
現

す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 ①
男
女

共
同
参

画
の

ナ
シ
ョ

ナ
ル

セ
ン
タ

ー
 

「
新
し

い
資

本
主
義

」
の

中
核
と

位
置

付
け
ら

れ
た

女
性
の

経
済

的
自
立

を
全

国
津
々

浦
々

で
実
現
す

る
た
め

に
は
、

各
地

域
で

女
性
の

ス
キ
ル

ア
ッ

プ
や

固
定
的

な
性
別

役
割

分
担

意
識
の

解
消
と

い
っ

た
取

組
を
加
速
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
現
場
で
の
そ
の
取
組
を
担
う
全
国

3
5
5
か
所
の
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ

ー
を
、

人
材
育

成
や

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
を
通

じ
て

強
力

に
バ
ッ

ク
ア
ッ

プ
す

る
た

め
、
男

女
共
同

参
画

の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
が
必
須
で
あ
る
。
 

こ
の
た
め
、
1
9
7
7
年
の
創
設
以
来
、
男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
係
る
様
々
な
機
能

1を
担
っ
て
き
た
独

立
行
政

法
人
国

立
女

性
教

育
会
館

の
主
管

府
省

を
内

閣
府
に

移
管
し

、
必

要
な

予
算
及

び
人
員

に
つ

い
て

も
内
閣

府
に
移

管
す

る
。

ま
た
、

地
域
に

お
け

る
女

性
リ
ー

ダ
ー
等

の
人

材
育

成
機
能

と
各
地

の
男

女
共

同
参
画

セ
ン
タ

ー
を

束
ね

る
拠
点

機
能
の

強
化

を
行

う
と
と

も
に
、

引
き

続
き

学
校
教

育
等
に

お
け

る
男

女
共
同

参
画
を

進
め

る
観

点
か
ら

、
同
法

人
の

業
務

の
在
り

方
に
つ

い
て

、
令

和
４
年

度
に
有

識
者

会
議

に
お
い
て
検
討
し
、
結
論
を
得
る
。
【
内
閣
府
、
文
部
科
学
省
】
 

 ②
各
地

の
男
女

共
同

参
画
セ

ン
タ

ー
の
機

能
の

強
化
・

充
実

 
 
 

 
全
国

3
5
5
か
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
・
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
か

ら
抽
出

さ
れ

た
課

題
で
あ

る
専
門

人
材

の
確

保
、
関

係
機
関

・
団

体
と

の
連
携

強
化
、

地
域

に
よ

る
取
組

の
温
度

差
の

解
消

を
強
力

に
進
め

、
男

女
共

同
参
画

セ
ン
タ

ー
の

機
能

強
化
を

図
る
。

ま
た

、
地

域
女
性

活
躍
推

進
交

付
金

等
を
活

用
し
た

事
業

に
関

す
る
ノ

ウ
ハ
ウ

を
蓄

積
し

、
優
良

事
例
と

し
て

ま
と

め
、
共

有
す
る

。
さ

ら
に

、
セ
ン

タ
ー
関

係
者

を
対

象
と
し

た
研
修

の
在

り
方

の
抜
本

的
な
見

直
し

、
内

容
の
充

実
強
化

を
図

る
。

ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ

プ
形

式
を

含
め
た

実
践
的

な
内

容
の

研
修
を

実
施
し

、
セ

ン
タ

ー
の
活
動
の
活
性
化
を
促
す
。
【
内
閣
府
】
 

 ③
地
方

公
共
団

体
の

取
組
へ

の
支

援
 

地
域
女

性
活

躍
推
進

交
付

金
を
始

め
と

す
る
国

の
支

援
策
を

活
用

し
て
、

ジ
ェ

ン
ダ
ー

ギ
ャ

ッ
プ
を
解

消
す
る

た
め
に

地
方

公
共

団
体
が

行
う
効

果
的

な
取

組
に
対

し
て
支

援
を

実
施

す
る
。

あ
わ
せ

て
、

様
々

な
課
題
や
困
難
を
抱
え
る
女
性
に
寄
り
添
っ

た
相
談
支
援
を
充
実
す
る
。
【
内
閣
官
房
、
内
閣
府
】
 

 ④
地
方

の
民
間

企
業

等
に
お

け
る

女
性
活

躍
の

推
進

 

「
輝
く

女
性

の
活
躍

を
加

速
す
る

男
性

リ
ー
ダ

ー
の

会
」
に

つ
い

て
、
地

域
で

活
躍
す

る
女

性
役
員
や

女
性
活

躍
に
取

り
組

む
経

営
者
が

登
壇
す

る
地

域
シ

ン
ポ
ジ

ウ
ム
を

全
国

各
地

で
開
催

す
る
。

開
催

を
通

じ
て
、

各
地
域

の
経

済
団

体
等
に

対
し
会

の
周

知
を

促
す
と

と
も
に

、
地

方
の

企
業
や

中
・
小

規
模

事
業

の
経
営

者
に
参

加
を

呼
び

か
け
る

。
ま
た

、
会

に
参

加
す
る

経
営
者

が
集

う
ミ

ー
テ
ィ

ン
グ
に

お
い

て
、

経
営
企

画
・
経

営
戦

略
等

の
中
核

部
門
へ

の
女

性
の

参
画
拡

大
な
ど

に
つ

い
て

経
営
者

同
士
で

意
見

交
換

を
行
い
、
各
企
業
に
お
け
る
更
な
る
取
組
を
推
進
す
る
。
【
内
閣
府
、
経
済
産
業
省
】
 

 

                                                   
1 研

修
・
人
材
育
成
、
ア
ー
カ
イ
ブ
の
蓄
積
と
情
報

発
信
、
調
査
研
究
等
。

 



5
 

 ⑤
市
町

村
男
女

共
同

参
画
計

画
の

策
定
の

促
進

 

男
女
共

同
参

画
社
会

の
実

現
の
た

め
に

は
、
地

域
の

実
情
・

特
性

を
踏
ま

え
た

主
体
的

な
取

組
が
全
国

各
地
で

展
開
さ

れ
る

こ
と

が
重
要

で
あ
る

こ
と

か
ら

、
市
町

村
男
女

共
同

参
画

計
画
の

策
定
率

に
係

る
目

標
（
令

和
７
年

ま
で

に
市

区
：
1
0
0
％
、
町

村
：
8
5
％
）
を

達
成
す

る
た

め
、

策
定
状

況
の
「

見
え

る
化

」

や
地
方
公
共
団
体
等
へ
の
働
き
か
け
を
行
い
、
計
画
策
定
を
促
す
。
【
内
閣
府
】
 

 ⑥
都
道

府
県
ご

と
の

男
女
共

同
参

画
の
状

況
の

可
視
化

 

各
種
統

計
デ

ー
タ
を

活
用

し
、
都

道
府

県
単
位

で
男

女
共
同

参
画

社
会
の

形
成

状
況
を

分
野

横
断
的
に

分
析
し
可
視
化
す
る
こ
と
で
、
地
域
ご
と
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。
【
内
閣
府
】
 

 （
３
）

固
定
的

な
性

別
役
割

分
担

意
識
・

無
意

識
の
思

い
込

み
の
解

消
 

固
定
的

な
性

別
役
割

分
担

意
識
や

無
意

識
の
思

い
込

み
（
ア

ン
コ

ン
シ
ャ

ス
・

バ
イ
ア

ス
）

の
解
消
に

向
け
、

令
和
３

年
度

か
ら

実
施
し

て
い
る

調
査

等
の

取
組
を

着
実
に

実
施

す
る

。
さ
ら

に
、
女

性
の

人
生

の
多
様

化
の
実

態
に

つ
い

て
広
く

周
知
し

、
家

庭
の

役
割
の

重
要
性

と
同

時
に

、
結
婚

す
れ
ば

生
涯

、
経

済
的
安

定
が
約

束
さ

れ
る

と
い
う

価
値
観

で
女

の
子

を
育
て

る
こ
と

の
リ

ス
ク

に
つ
い

て
認
識

を
広

め
る

。
 

ま
た
、

地
方

公
共
団

体
や

経
済
団

体
等

を
対
象

と
し

た
ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ
プ

等
の

啓
発
を

強
化

し
、
情
報

を
発
信

す
る
側

の
無

意
識

の
思
い

込
み
（

ア
ン

コ
ン

シ
ャ
ス

・
バ
イ

ア
ス

）
の

解
消
と

、
性
別

役
割

分
担

に
と
ら

わ
れ
な

い
働

き
方

を
推
進

す
る
た

め
、

広
報

担
当
や

人
事
・

業
務

管
理

に
携
わ

る
管
理

職
、

さ
ら

に
は
経
営
層
の
意
識
改
革
と
、
多
様
性
確
保
の
意
義
に
関
す
る
理
解
の
促
進
を
図
る
。
【
内
閣
府
】
 

各
都
道

府
県

教
育
委

員
会

に
対
し

て
、

初
任
者

研
修

等
に
お

い
て

固
定
的

な
性

別
役
割

分
担

意
識
や
無

意
識
の

思
い
込

み
（

ア
ン

コ
ン
シ

ャ
ス
・

バ
イ

ア
ス

）
を
払

し
ょ
く

す
る

た
め

の
教
員

研
修
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
活
用

し
た
研

修
の

実
施

を
促
す

。
独
立

行
政

法
人

国
立
女

性
教
育

会
館

に
お

い
て
、

学
校
現

場
に

お
け

る
教
員

自
身
の

無
意

識
の

思
い
込

み
（
ア

ン
コ

ン
シ

ャ
ス
・

バ
イ
ア

ス
）

へ
の

気
付
き

を
促
し

、
男

女
共

同
参
画

の
基
本

理
念

や
意

義
等
を

踏
ま
え

た
指

導
に

つ
な
げ

る
た
め

の
プ

ロ
グ

ラ
ム
開

発
や
そ

の
普

及
・

展
開
を

強
化
す

る
と

と
も

に
、
独

立
行
政

法
人

教
職

員
支
援

機
構
に

お
い

て
、

教
育
セ

ン
タ
ー

や
校

内
研

修
等
に

お
い
て

参
考

と
な

る
動
画

教
材
を

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
等

に
掲
載

す
る

こ
と

で
、
校

長
等
の

管
理

職
や

進
路
指

導
担
当

教
員

を
始

め
と
す

る
す
べ

て
の

教
員

が
無
意

識
の
思

い
込

み
（

ア
ン
コ

ン
シ
ャ

ス
・

バ
イ

ア
ス
）
を
解
消
す
る
た
め
の
研
修
を
受
講
す
る
こ
と
を
促
す
。
【
文
部
科
学
省
】
 

学
校
教

育
に

お
い
て

、
例

え
ば
「

女
子

は
文
系

」
と

い
う
よ

う
な

固
定
的

な
性

別
役
割

分
担

意
識
や
無

意
識
の

思
い
込

み
（

ア
ン

コ
ン
シ

ャ
ス
・

バ
イ

ア
ス

）
の
解

消
に
つ

な
が

る
教

育
を
推

進
す
る

た
め

の
指

導
モ
デ
ル
の
開
発
を
令
和
４
年
度
に
行
う
。
【
文
部
科
学
省
】
 

ま
た
、

各
学

校
に
お

い
て

職
場
体

験
活

動
等
の

キ
ャ

リ
ア
教

育
を

行
う
際

に
は

、
職
業

に
対

す
る
性
別

役
割
分
担
意
識
の
植
え
付
け
に
つ
な
が
ら
な
い
指
導
を
行
う
よ
う
に
促
す
。
【
文
部
科
学
省
】
 

 （
４
）

女
性
の

視
点

も
踏
ま

え
た

社
会
保

障
制

度
・
税

制
等

の
検
討

 

我
が
国

の
社

会
保
障

制
度

・
税
制

は
昭

和
時
代

に
形

作
ら
れ

た
が

、
令
和

の
時

代
を
迎

え
、

女
性
の
人

生
や
家

族
の
姿

は
多

様
化

し
て
い

る
。
離

婚
件

数
が

増
加
し

、
未
婚

率
も

上
昇

し
た
結

果
、
昭

和
の

時
代

に
は
９
割
が

5
0
歳
時
点
で
配
偶
者
が
い
た
が

、
令
和
の
時
代
に
は
３
割
が
配
偶
者
が
い
な
い
状
態
と

な
っ

て
い
る
。
単
独
世
帯
及
び
ひ
と
り
親
世
帯
の

割
合
も
上
昇
し
、
昭
和
の
時
代
に
比
べ
て

2
.
5
倍
、
全

体
に

占
め
る

割
合
も

約
半

分
と

な
っ
た

。
一
方

で
、

現
在

の
制
度

は
、
配

偶
状

況
に

よ
っ
て

取
扱
い

を
変

え
る

た
め
、

本
人
の

就
労

だ
け

で
は
な

く
配
偶

状
況

に
よ

っ
て
格

差
が
生

じ
て

お
り

、
有
配

偶
の
非

正
規

雇
用
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 女
性
は

未
だ
に

４
割

程
度

が
就
業

調
整
を

選
択

し
て

い
る
。

ま
た
、

離
婚

し
た

女
性
の

年
金
額

は
低

い
傾

向
に
あ

る
。
さ

ら
に

、
夫

の
所
得

が
高
く

な
る

ほ
ど

妻
の
有

業
率
が

低
く

、
い

わ
ゆ
る

専
業
主

婦
が

多
い

傾
向
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え

、
 

①
現
行
の
制
度
は
就
業
調
整
を
選
択
す
る
人

を
増
や
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
 

②
配
偶

者
の
経

済
力

に
依

存
し
や

す
い
制

度
は

、
男

女
間
賃

金
格
差

も
相

ま
っ

て
、
女

性
の
経

済
的

困
窮

に
陥
る
リ
ス
ク
を
高
め
る
結
果
と
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
 

③
現
行
の
制
度
は
分
配
の
観
点
か
ら
公
平
な

仕
組
み
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 

と
い
う
主
に
３
つ
の
観
点
か
ら
、
社
会
保
障

制
度
や
税
制
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。【

内
閣
府
、
関
係
府

省
】
 

 （
５
）

ひ
と
り

親
支

援
 

①
職
業

訓
練
 

ひ
と
り

親
に

対
す
る

職
業

訓
練
の

支
援

に
つ
い

て
は

、
高
等

職
業

訓
練
促

進
給

付
金
は

そ
の

支
援
対
象

が
デ
ジ

タ
ル
分

野
の

資
格

等
へ
拡

大
さ
れ

、
そ

の
訓

練
期
間

が
６
箇

月
以

上
に

緩
和
さ

れ
、
こ

れ
ら

の
拡

大
・
緩

和
は
令

和
４

年
度

も
継
続

さ
れ
て

お
り

、
ま

た
、
自

立
支
援

教
育

訓
練

給
付
金

は
、
令

和
４

年
度

に
そ
の

給
付
割

合
及

び
上

限
額
の

引
上
げ

が
実

施
さ

れ
た
と

こ
ろ
、

こ
れ

ら
の

成
果
や

課
題
を

検
証

し
た

上
で
継

続
的
な

実
施

に
つ

い
て
検

討
す
る

。
加

え
て

就
業
体

験
（
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ
プ

）
の
実

施
等

、
訓

練
後
か

ら
就
業

ま
で

の
企

業
と
の

連
携
の

在
り

方
な

ど
も
含

め
て
総

合
的

に
検

討
し
、

中
長
期

的
な

自
立

に
つ
な
が
る
支
援
策
の
強
化
を
図
る
。
【
厚
生

労
働
省
】
 

 ②
養
育

費
 

 
離
婚

の
際
に

養
育

費
を

支
払
う

の
は
当

然
の

こ
と

で
あ
る

と
い
う

意
識

改
革

を
強
力

に
進
め

る
。

養
育

費
の
「

受
領
率

」
に

関
す

る
達
成

目
標
を

定
め

る
。

養
育
費

等
相
談

支
援

セ
ン

タ
ー
や

地
方
公

共
団

体
等

に
お
け

る
各
種

相
談

等
を

推
進
す

る
。
そ

の
際

、
Ａ

Ｉ
や
Ｄ

Ｘ
を
活

用
し

た
ワ

ン
ス
ト

ッ
プ
相

談
シ

ス
テ

ム
を
構

築
す
る

な
ど

、
当

事
者
に

寄
り
添

っ
た

支
援

を
行
う

。
離
婚

前
後

親
支

援
モ
デ

ル
事
業

や
「

父
母

の
離
婚

等
に
伴

う
子

の
養

育
の
在

り
方
に

関
す

る
調

査
研
究

」
の
成

果
や

課
題

を
検
証

し
、
弁

護
士

等
の

専
門
家

に
よ
る

支
援

の
拡

充
、
公

正
証
書

等
に

よ
る

債
務
名

義
作
成

や
民

間
Ａ

Ｄ
Ｒ
の

利
用
等

に
つ

い
て

負
担
の

軽
減
や

機
会

の
拡

充
、
保

証
料
補

助
等

に
よ

る
民
間

の
養
育

費
保

証
契

約
の
利

用
促
進

を
検

討
す

る
。
さ

ら
に
、

養
育

費
の

取
立
て

に
係
る

裁
判

等
の

費
用
の

負
担
軽

減
を

図
る

た
め
の

方
策
の

拡
充

、
回

収
等
に
つ
い
て
の
公
的
支
援
の
導
入
を
検
討

す
る
。
【
内
閣
府
、
法
務
省
、
厚
生
労
働
省
】
 

父
母
の

離
婚

等
に
伴

う
子

の
養
育

の
在

り
方
に

つ
い

て
、
引

き
続

き
必
要

な
検

討
を
進

め
、

養
育
費
の

確
保
の

た
め
の

具
体

的
な

方
策
に

つ
い
て

も
、

令
和

５
年
の

通
常
国

会
に

お
け

る
法
案

提
出
を

目
途

に
民

事
基
本
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
検
討
を
進
め
る
。
【
法
務
省
】
 

 （
６
）

ジ
ェ
ン

ダ
ー

統
計
の

充
実

に
向
け

た
男

女
別
デ

ー
タ

の
的
確

な
把

握
 

男
女
の

置
か

れ
て
い

る
状

況
を
客

観
的

に
把
握

す
る

た
め
の

統
計

（
ジ
ェ

ン
ダ

ー
統
計

）
の

充
実
に
向

け
て
、「

ジ
ェ
ン
ダ
ー
統

計
の
観
点
か
ら
の
性
別
欄
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
に
お
い
て
、
各
種

統

計
等
に

お
け
る

多
様

な
性

へ
の
配

慮
に
つ

い
て

の
現

状
を
把

握
し
、

課
題

に
つ

い
て
検

討
を
進

め
、

令
和

４
年
の
夏
頃
を
目
途
に
取
り
ま
と
め
を
行
う

。
【
内
閣
府
、
総
務
省
】
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 Ⅱ
 
女

性
が
尊

厳
と

誇
り
を

持
っ

て
生
き

ら
れ

る
社
会

の
実

現
 

 
女
性
が
尊
厳
と
誇
り
を
持
っ
て
生
き
ら
れ

る
社
会
は
、
女
性
活
躍
・
男
女
共
同
参
画
の
大
前
提
で
あ

る
。

そ
の

た
め

、
若

い
世

代
の
身

近
な

問
題

と
し

て
顕

在
化

し
た

ア
ダ

ル
ト

ビ
デ

オ
出

演
被

害
2を

始
め

と
す

る
性
犯

罪
・
性

暴
力

や
配

偶
者
等

に
よ
る

暴
力

な
ど

、
あ
ら

ゆ
る
暴

力
の

根
絶

に
向
け

た
取
組

を
強

力
に

推
し
進
め
る
と
と
も
に
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
を
強
力
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

若
い
女

性
の
生

理
や

妊
娠

、
結
婚

を
と
り

ま
く

環
境

は
大
き

く
変
化

し
て

お
り

、
リ
プ

ロ
ダ
ク

テ
ィ

ブ
・

ヘ
ル
ス

／
ラ
イ

ツ
（

性
と

生
殖
に

関
す
る

健
康

と
権

利
）
や

ヘ
ル
ス

リ
テ

ラ
シ

―
が
ま

す
ま
す

重
要

と
な

っ
て
い
る
。
 

 （
１
）

ア
ダ
ル

ト
ビ

デ
オ
出

演
被

害
対
策

等
 

①
ア
ダ

ル
ト
ビ

デ
オ

出
演
被

害
の

防
止
及

び
救

済
の
た

め
の

立
法
措

置
の

動
き

 

 
「
Ａ
Ｖ
出
演
被
害
防
止
に
関
す
る
各
党
実
務
者
会
合
」
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
素
案
を
受
け
て
、

Ａ
Ｖ
出

演
被
害

防
止

・
救

済
法
案

が
令
和

４
年

通
常

国
会
に

提
出
さ

れ
て

い
る

。
こ
の

法
案
の

審
議

状
況

を
踏
ま
え
、
必

要
な
対
応
策
を
講
じ
る
。【

内
閣
府
、
警
察
庁
、
消
費
者
庁
、
総
務
省
、
法
務
省
、
文
部
科

学
省
、
厚
生
労
働
省
】
 

 ②
ア
ダ

ル
ト
ビ

デ
オ

出
演
被

害
に

係
る
緊

急
対

策
パ
ッ

ケ
ー

ジ
に
基

づ
く

取
組

 

 
ア
ダ
ル
ト

ビ
デ

オ
出
演

被
害
問

題
は
、

被
害

者
の

心
身
に

深
い
傷

を
残

す
重

大
な
人

権
侵
害

で
あ

る
。

こ
の
た
め
、
令
和
４
年
３
月

3
1
日
に
決
定
さ
れ
た
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
出
演
被
害
に
係
る
緊
急
対
策
パ
ッ
ケ

ー
ジ
に

基
づ
き

、
ア

ダ
ル

ト
ビ
デ

オ
出
演

被
害

を
始

め
と
す

る
若
年

層
の

性
暴

力
被
害

が
拡
大

す
る

こ
と

を
予
防
す
る
た
め
の
集
中
的
な
広
報
・
啓
発
の
実
施
や
、
学
校
教
育
の
現
場
な
ど
で
教
育
啓
発
を
進
め
る
。

ま
た
、

ア
ダ
ル

ト
ビ

デ
オ

出
演
被

害
に
関

す
る

手
口

に
つ
い

て
更
な

る
情

報
収

集
を
行

い
、
注

意
喚

起
を

図
る
と

と
も
に

、
教

育
啓

発
や
各

種
相
談

窓
口

と
情

報
を
共

有
し
、

そ
の

活
用

を
促
進

す
る
。

さ
ら

に
、

ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
出
演
被
害
へ
の
被
害
者
保
護
に
係
る
法
制
度
は
、
多
面
的
・
重
層
的
に
存
在
し
て
お

り
、

泣
き
寝
入
り
や
諦
め
に
よ
る
撮
影
を
防
ぐ
た
め
、
各
種
法
制
度
の
運
用
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
性
犯
罪
・

性
暴
力

被
害
者

の
た

め
の

ワ
ン
ス

ト
ッ
プ

支
援

セ
ン

タ
ー
（

以
下
「

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ
支

援
セ
ン

タ
ー

」
と

い
う
。
）
、
都

道
府

県
警
察

の
本
部

・
警
察

署
・

交
番

等
の
警

察
の
各

種
相

談
窓

口
、
法

テ
ラ
ス

、
人

権
擁

護
機
関

に
お
け

る
専

用
相

談
窓
口

等
に
向

け
て

周
知

し
、
対

応
を
強

化
す

る
。

ま
た
、

刑
法
の

ほ
か

労
働

者
派
遣

事
業
の

適
正

な
運

営
の
確

保
及
び

派
遣

労
働

者
の
保

護
等
に

関
す

る
法

律
や
職

業
安
定

法
等

に
よ

る
取
締
ま
り
も
強
化
す
る
。【

内
閣
府
、
警
察
庁
、
消
費
者
庁
、
総
務
省
、
法
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生

労
働
省
】
 

 ③
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト

上
の
性

的
な

暴
力
、

児
童

買
春
・

児
童

ポ
ル
ノ

等
の

根
絶
に

向
け

た
取
組

 

児
童
買

春
・

児
童
ポ

ル
ノ

等
に
関

す
る

被
害
の

問
題

に
つ
い

て
は

、
関
係

法
令

の
適
用

に
よ

り
、
違
法

行
為
に

対
し
て

、
事

案
に

応
じ
た

よ
り
一

層
厳

正
な

対
処
を

行
う
。

ま
た

、
流

出
し
た

画
像
や

映
像

に
つ

い
て
は
民
間
団
体
の
ネ
ッ
ト
パ
ト
ロ
ー
ル
等

と
も
連
携
し
、
速
や
か
に
削
除
要
請
を
行
う
。【

警
察
庁
、
総

務
省
、
法
務
省
】
 
 

                                                   
2 
若
年
を
中
心
と
す

る
女

性
（
1
5
歳
（

中
学

生
を
除
く

）
～
3
9
歳
）
に
対
す
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
調
査
（
令
和
２
年
３

月
）
に
よ
る
と
、
約
４
人
に
１
人
が
モ
デ
ル
・
ア

イ
ド
ル
等
の
勧
誘
を
受
け
た
経
験
が
あ
り
、
モ
デ
ル
・
ア
イ
ド
ル
等

の
勧
誘
を
受
け
た
り
応
募
し
た
経
験
の
あ
る
女
性

の
う
ち
、
約
７
人
に
１
人
が
聞
い
て
い
な
い
・
同
意
し
て
い
な
い
性

的
な
行
為
等
の
撮
影
要
求
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る

。
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さ
ら
に

、
関

係
機
関

・
団

体
等
と

連
携

し
て
、

安
全

・
安
心

な
利

用
の
た

め
の

広
報
・

啓
発

を
行
う
と

と
も
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
リ
テ
ラ
シ
ー
や
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
の
た
め
の
取
組
を
推
進
す
る
。
特
に
、

自
画
撮

り
被
害

（
だ

ま
さ

れ
た
り

、
脅
か

さ
れ

た
り

し
て
児

童
生
徒

等
が

自
分

の
裸
体

等
を
撮

影
し

、
メ

ー
ル
等
で
送
ら
さ
れ
る
形
態
の
被
害
を
い
う
。
）
を
防
止
す
る
た
め
の
児
童
生
徒
等
や
保
護
者
に
対
す

る
教

育
・
啓
発
等
の
多
角
的
か
つ
包
括
的
な
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
。【

内
閣
府
、
警
察
庁
、
総
務
省
、
法

務
省
、
文
部
科
学
省
、
経
済
産
業
省
、
関
係
府
省
】
 

 （
２
）

性
犯
罪

・
性

暴
力
対

策
 

①
「
性

犯
罪
・

性
暴

力
対
策

の
強

化
の
方

針
」

の
後
継

と
な

る
方
針

の
策

定
 

「
性
犯

罪
・

性
暴
力

対
策

の
強
化

の
方

針
」
の

集
中

強
化
期

間
（

令
和
２

年
度

か
ら
令

和
４

年
度
）
が

終
了
す

る
令
和

５
年

度
以

降
の
「

性
犯
罪

・
性

暴
力

対
策
の

強
化
の

方
針

」
の

後
継
と

な
る
方

針
を

令
和

４
年
度
中
に
策
定
す
る
。
【
内
閣
府
、
警
察
庁

、
法
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
文
部
科
学
省
、
関
係
府
省
】
 

 ②
性
犯

罪
・
性

暴
力

被
害
者

の
た

め
の
ワ

ン
ス

ト
ッ
プ

支
援

セ
ン
タ

ー
の

体
制
強

化
 

ア
 
ア

ダ
ル
ト

ビ
デ

オ
出
演

被
害

の
防
止

及
び

救
済
の

た
め

の
立
法

措
置

に
基
づ

く
対

応
 

前
出
の
Ａ
Ｖ
出
演
被
害
防
止
・
救
済
法
案
に
お
い
て
、
性
犯
罪
・
性
暴
力
の
被

害
者
の
た
め
の
相
談

体
制
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
踏
ま
え
、
当
該
法
案
の
審
議
状
況
も
注
視
し
つ
つ
、
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
。【

内
閣
府
、
警
察
庁
、
消
費
者
庁
、
総
務
省
、
法
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働

省
】
 

 
イ
 

ワ
ン
ス

ト
ッ

プ
支
援

セ
ン

タ
ー
の

職
員

の
処
遇

改
善

等
 

 
 
 

性
犯
罪

・
性

暴
力

被
害
者

の
た
め

の
交

付
金

の
充
実

に
よ
り

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ
支

援
セ
ン

タ
ー

の
安

定
的
な

運
営

を
図
る

と
と

も
に
、

相
談

員
の
処

遇
改

善
を
図

る
こ

と
で
職

業
と

し
て
確

立
す

る
よ
う

支
援
す

る
。

ま
た
、

相
談

員
の
育

成
に

係
る
海

外
の

先
進
事

例
の

調
査
を

行
い

、
そ
れ

を
踏

ま
え
た

研
修
の
実
施
に
よ
り
、
支
援
員
等
の
人
材
育
成
の
強
化
を
図
る
。
【
内
閣
府
】
 

ウ
 
ワ

ン
ス
ト

ッ
プ

支
援
セ

ン
タ

ー
の
更

な
る

利
便
性

向
上

 

 
 
 

若
年
層

や
障

害
者

を
含
む

相
談
者

が
利

用
し

や
す
い

よ
う
、

Ｓ
Ｎ

Ｓ
相

談
を
継

続
的
に

実
施

す
る

と
と
も
に
、
メ
ー
ル
相
談

や
オ
ン
ラ
イ

ン
面
談
、
手

話
、
外
国
語
通
訳
の
活
用

等
を
推
進
す
る
。【

内

閣
府
】
 

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の

2
4
時
間
・
3
6
5
日
化
の
取
組
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
内
閣
府

が
設

置
す

る
性

暴
力

被
害

者
の

た
め

の
夜

間
休

日
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

と
ワ

ン
ス

ト
ッ

プ
支

援
セ

ン
タ

ー
と
の
連
携
の
強
化
を
図
る
。
ま
た
、
病

院
拠
点
型

の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
に
係
る
取
組
を

交
付

金
で

支
援

す
る

と
と

も
に

、
地

域
に

お
い

て
性

暴
力

被
害

者
の

支
援

を
行

う
医

療
関

係
者

等
の

専
門

家
を

育
成

す
る

た
め

の
Ｏ

Ｊ
Ｔ

を
含

む
実

技
研

修
等

の
実

施
に

よ
り

、
ワ

ン
ス

ト
ッ

プ
支

援
セ

ン
タ
ー
の
支
援
体
制
の
強
化
を
図
る
。
【
内
閣
府
、
厚
生
労
働
省
】
 

さ
ら

に
、

全
国

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

会
議

を
開

催
し

て
地

域
に

お
け

る
連

携
に

係
る

好
事

例
を

横
展

開

す
る

こ
と

に
よ

り
、

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

支
援

セ
ン

タ
ー

と
関

係
機

関
と

の
連

携
の

強
化

を
図

る
。

加
え

て
、

共
通

相
談

票
を

ベ
ー

ス
と

し
た

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

係
る

検
討

や
ワ

ン
ス

ト
ッ

プ
支

援
セ

ン
タ

ー
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
に
向
け
て

必
要
な
検
討
を
行
う
。
【
内
閣
府
】
 

エ
 
ワ

ン
ス
ト

ッ
プ

支
援
セ

ン
タ

ー
の
周

知
徹

底
 

 
 
 

被
害
者

が
よ

り
相

談
し
や

す
い
環

境
を

整
え

る
た
め

、
令
和

４
年

秋
に

通
話
料

を
無
料

化
す

る
こ

と
と
し

て
い

る
ワ
ン

ス
ト

ッ
プ
支

援
セ

ン
タ
ー

全
国

共
通
番

号
に

つ
い
て

、
周

知
・
広

報
を

引
き
続
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き
進
め

る
。

ま
た
、

教
育

委
員
会

等
と

連
携
し

て
、

中
学
生

・
高

校
生
・

大
学

生
・
保

護
者

等
に
対

し
て
も

、
ワ

ン
ス
ト

ッ
プ

支
援
セ

ン
タ

ー
の
周

知
を

行
う
。

さ
ら

に
、
地

域
に

お
け
る

連
携

体
制
を

構
築
す

る
た

め
、
病

院
を

始
め
と

す
る

関
係
機

関
に

対
し
、

ワ
ン

ス
ト
ッ

プ
支

援
セ
ン

タ
ー

の
役
割

等
に
つ
い
て
周
知
を
徹
底
す
る
。
【
内
閣

府
、
関
係
府
省
】
 

 ③
「
痴

漢
撲
滅

パ
ッ

ケ
ー
ジ

」
（
仮

称
）

の
策
定

 

 
痴
漢
は
犯

罪
で

あ
り
、

厳
正
に

対
処
す

る
必

要
が

あ
る
。

痴
漢
被

害
ゼ

ロ
を

目
指
し

、
今
後

も
徹

底
し

た
取
締
り
等
に
よ
り
加
害
者
に
厳
正
に
対
処

し
て
い
く
。
ま
た
電
車
内
に
お
け
る
痴
漢
防
止
対
策
と
し

て
、

女
性
専

用
車
両

の
導

入
が

進
め
ら

れ
て
い

る
と

こ
ろ

で
あ
る

。
こ
れ

に
加

え
、

痴
漢
対

策
等
の

た
め

の
防

犯
ア
プ

リ
の
普

及
や

鉄
道

事
業
者

等
と
連

携
し

た
車

内
放
送

や
ポ
ス

タ
ー

の
掲

示
等
に

よ
る
広

報
・

啓
発

の
充
実

等
の
取

組
の

ほ
か

、
防
犯

対
策
と

し
て

、
車

内
防
犯

カ
メ
ラ

の
設

置
に

関
す
る

基
準
等

に
つ

い
て

検
討
を

進
め
る

な
ど

、
関

係
省
庁

が
連
携

し
て

痴
漢

撲
滅
に

向
け
た

取
組

を
抜

本
的
に

強
化
す

る
た

め
の

「
痴
漢

撲
滅
パ

ッ
ケ

ー
ジ

」
（
仮

称
）
を

令
和

４
年

度
中
に

取
り
ま

と
め

る
。
【
内
閣

府
、
警

察
庁

、
国

土

交
通
省
、
関
係
府
省
】
 

 ④
刑
事

法
の
改

正
の

検
討
 

 
性
犯
罪
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
事
法
の
整

備
に
つ
い
て
は
、
令
和
３
年

1
0
月
以
降
、
法
制
審
議
会
刑
事

法
（
性

犯
罪
関

係
）

部
会

に
お
い

て
、
暴

行
・

脅
迫

要
件
や

心
神
喪

失
・

抗
拒

不
能
要

件
の
改

正
、

い
わ

ゆ
る
性
交
同
意
年
齢
の
引
上
げ
、
相
手
方
の
脆
弱
性
や
地
位
・
関
係
性
の
利
用
を
要
件
と
す
る
罪
の
新
設
、

身
体
の

一
部
又

は
物

を
挿

入
す
る

行
為
の

刑
法

に
お

け
る
取

扱
い
の

見
直

し
、

配
偶
者

間
に
お

い
て

強
制

性
交
等

罪
な
ど

が
成

立
す

る
こ
と

の
明
確

化
、

い
わ

ゆ
る
グ

ル
ー
ミ

ン
グ

行
為

に
係
る

罪
の
新

設
、

公
訴

時
効
の

見
直
し

、
被

害
者

等
の
聴

取
結
果

を
記

録
し

た
録
音

・
録
画

記
録

媒
体

に
係
る

証
拠
能

力
の

特
則

の
新
設

、
性
的

姿
態

の
撮

影
行
為

及
び
そ

の
画

像
等

の
提
供

行
為
に

係
る

罪
の

新
設
、

性
的
姿

態
の

画
像

等
を
没

収
・
消

去
す

る
こ

と
が
で

き
る
仕

組
み

の
導

入
に
関

す
る
法

整
備

の
在

り
方
に

つ
い
て

調
査

審
議

が
行
わ

れ
て
お

り
、

法
制

審
議
会

か
ら
答

申
が

得
ら

れ
た
場

合
に
は

、
そ

の
結

果
を
踏

ま
え
、

法
改

正
に

向
け
た
作
業
を
迅
速
に
進
め
る
。
【
法
務
省
、
関
係
府
省
】
 

 ⑤
生
命

（
い
の

ち
）

の
安
全

教
育

の
令
和

５
年

度
全
国

展
開

に
向
け

た
取

組
 

 
生
命

（
い
の

ち
）

を
大

切
に
し

、
子
供

た
ち

を
性

暴
力
の

加
害
者

、
被

害
者

、
傍
観

者
に
さ

せ
な

い
た

め
、
就

学
前
の

教
育

・
保

育
を
含

め
、
学

校
等

に
お

い
て
、

地
域
の

人
材

の
協

力
も
得

な
が
ら

、
ま

た
、

保
護
者
等
の
理
解
を
得
な
が
ら
、「

生
命
（
い
の
ち
）
の
安
全
教
育
」
を
推
進
す
る
。
令
和
４
年
度
に
お
い

て
は
、

文
部
科

学
省

と
内

閣
府
が

協
力
し

て
作

成
し

た
教
材

等
を
活

用
し

た
指

導
モ
デ

ル
を
作

成
し

、
そ

の
普
及

・
展
開

を
図

る
。

ま
た
、

令
和
３

年
度

か
ら

実
施
し

た
モ
デ

ル
事

業
の

成
果
や

課
題
を

踏
ま

え
、

令
和
５

年
度
に

、
全

国
の

小
中
高

及
び
特

別
支

援
学

校
の
各

学
校
に

お
い

て
、

地
域
の

実
情
等

に
応

じ
た

教
育
を

実
施
す

る
。

全
国

展
開
に

向
け
て

、
教

育
委

員
会
に

お
け
る

「
生

命
（

い
の
ち

）
の
安

全
教

育
」

を
推
進
す
る
取
組
を
支
援
す
る
。
【
内
閣
府
、

文
部
科
学
省
、
関
係
府
省
】
 

 ⑥
子
供

に
対
す

る
性

暴
力
等

の
根

絶
 

 
子
供
へ
の
性

暴
力
等
を
行
っ
た
教
員
に
つ
い
て
は
、
第

2
0
4
回
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
「
教
育
職
員

等
に
よ

る
児
童

生
徒

性
暴

力
等
の

防
止
等

に
関

す
る

法
律
」

に
基
づ

き
、

厳
正

に
対
処

す
る
。

令
和

４
年

度
に
お

い
て
は

、
都

道
府

県
教
育

委
員
会

が
直

接
入

力
し
た

特
定
免

許
状

失
効

者
等
（

児
童
生

徒
性

暴
力
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 等
を
行

っ
た
こ

と
に

よ
り

免
許
状

が
失
効

し
た

者
）

の
情
報

を
各
教

員
採

用
権

者
（
教

育
委
員

会
・

学
校

法
人
等

）
が
即

時
閲

覧
で

き
る
よ

う
な
デ

ー
タ

ー
ベ

ー
ス
を

国
で
構

築
す

る
と

と
も
に

、
教
育

職
員

免
許

法
等
の

規
定
に

基
づ

く
官

報
公
告

事
項
（

免
許

状
失

効
情
報

）
を
文

部
科

学
省

で
集
約

し
、
各

教
員

採
用

権
者
（

教
育
委

員
会

・
学

校
法
人

等
）
に

無
償

で
提

供
す
る

。
さ
ら

に
、

各
種

会
議
や

研
修
等

の
充

実
に

よ
り
、

児
童
生

徒
等

に
対

し
て
性

暴
力
等

を
行

っ
た

教
員
に

つ
い
て

は
原

則
と

し
て
懲

戒
免
職

と
す

る
こ

と
や
告
発
を
遺
漏
な
く
行
う
等
の
周
知
を
徹

底
す
る
。
【
文
部
科
学
省
】
 

ま
た
、
性
暴
力
等
を
行
っ
た
保
育
士
に
つ
い
て
は
、「

地
域
に
お
け
る
保
育
所
・
保
育
士
等
の
在
り
方
に

関
す
る
検
討
会
」
の
取
り

ま
と
め
（
令
和
３
年

1
2
月
公
表
）
等
を
踏
ま
え
、
児
童
へ
の
性
暴
力
等
に

よ
り

保
育
士

登
録
を

取
り

消
さ

れ
た
者

に
つ
い

て
も

、
再

登
録
の

際
、
厳

格
な

審
査

を
求
め

る
等
、

教
員

と
同

等
の
保
育
士
資
格
管
理
の
厳
格
化
を
行
う
た
め
、
第

2
0
8
回
通
常
国
会
に
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法

律
案
を

提
出

し
て

い
る
と

こ
ろ
で

あ
り

、
法

律
が
成

立
し
た

場
合

に
は

、
法
に

基
づ
き

厳
正

に
対

処
す
る
。
【
厚
生
労
働
省
、
関
係
府
省
】
 

教
育
・
保
育
施
設
等
や
こ

ど
も
が
活
動
す
る
場
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、
学
習
塾
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

ブ
、

部
活
動

な
ど
）

等
に

お
い

て
、
こ

ど
も
に

対
す

る
性

暴
力
等

が
行
わ

れ
な

い
よ

う
、
行

政
機
関

が
保

有
す

る
情
報

を
総
合

的
に

活
用

し
、
そ

の
職
に

就
こ

う
と

す
る
者

か
ら
こ

ど
も

を
守

る
こ
と

が
で
き

る
よ

う
、

性
犯
罪
歴
等
に
つ
い
て
の
証
明
を
求
め
る
仕
組
み
（
日
本
版
Ｄ
Ｂ
Ｓ
）
の
導
入
に
向
け
た
検
討
を
加
速
し
、

こ
ど
も
を
性
暴
力
等
か
ら
守
る
環
境
整
備
を
進
め
る
。【

内
閣
官
房
、
内
閣
府
、
警
察
庁
、
法
務
省
、
文

部

科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
経
済
産
業
省
、
関
係
府
省
】
 

加
え
て

、
教

職
課
程

を
置

く
大
学

に
対

し
、
教

職
課

程
に
お

け
る

科
目
等

は
も

と
よ
り

、
教

職
課
程
内

外
の
活

動
等
を

通
じ

て
、

性
暴
力

等
防
止

等
の

重
要

性
に
関

し
学
生

の
理

解
を

十
分
に

深
め
る

取
組

を
促

進
す
る

よ
う
周

知
す

る
。

ま
た
、

教
育
委

員
会

と
教

育
職
員

の
養
成

課
程

を
有

す
る
大

学
等
の

連
携

の
在

り
方
等
に
関
す
る
調
査
研
究
や
全
国
の
事
例
の
収
集
・
発
信
を
行
う
。
【
文
部
科
学
省
】
 

さ
ら
に

、
患

者
に
対

す
る

性
暴
力

等
を

行
っ
た

医
師

に
対
す

る
行

政
処
分

の
在

り
方
に

つ
い

て
、
刑
事

罰
に
処

せ
ら
れ

な
か

っ
た

場
合
で

あ
っ
た

と
し

て
も

、
的
確

な
事
実

認
定

を
行

う
た
め

、
そ
の

方
法

も
含

め
、
運
用
の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
【
厚
生
労
働
省
】
 

 ⑦
学
校

等
で
相

談
を

受
け
る

体
制

の
強
化

 

 
ス
ク

ー
ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
及
び

ス
ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル
ワ

ー
カ
ー

の
配

置
拡

充
、
児

童
生
徒

等
が

個
別

に
相
談

で
き
る

場
所

の
確

保
等
を

通
じ
、

学
校

等
で

性
被
害

に
関
す

る
相

談
を

受
け
る

体
制
を

強
化

す
る

と
と
も

に
、
都

道
府

県
教

育
委
員

会
等
が

行
う

職
員

研
修
等

に
お
い

て
性

被
害

に
関
す

る
相
談

を
受

け
た

場
合
の

教
職
員

の
対

応
方

法
等
に

つ
い
て

、
例

え
ば

「
生
命

（
い
の

ち
）

の
安

全
教
育

」
教
材

の
指

導
の

手
引
き
を
活
用
し
て
説
明
す
る
等
、
周
知
や
研
修
の
充
実
を
図
る
。
 

加
え
て

、
被

害
を
受

け
た

児
童
生

徒
等

が
適
切

に
保

護
さ
れ

る
よ

う
、
学

校
や

児
童
相

談
所

を
始
め
と

す
る
関
係
機
関
の
連
携
を
強
化
す
る
。
ま
た
、
学
校
等
で
児
童
生
徒
等
の
被
害
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に

は
、

必
要
に
応
じ
て
、
児
童
相
談
所
で
被
害
の
聞

き
取
り
を
実
施
で
き
る
よ
う
な
体
制
を
整
備
す
る
。【

文
部
科

学
省
、
厚
生
労
働
省
、
関
係
府
省
】
 

 ⑧
性
犯

罪
者
に

対
す

る
再
犯

防
止

施
策
の

更
な

る
充
実

 

 
刑
事

施
設
及

び
保

護
観

察
所
に

お
い
て

性
犯

罪
者

に
実
施

し
て
い

る
認

知
行

動
療
法

を
活
か

し
た

専
門

的
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
令
和
２
年

1
0
月
に
公
表
さ
れ
た
検
討
会
の
報
告
書
を
踏
ま
え
、
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
改

訂
作
業

を
行

っ
た

と
こ
ろ

で
あ
り

、
令

和
４

年
度
か

ら
新
た

な
プ

ロ
グ

ラ
ム
を

実
施
し

、
処

遇
の



1
1 

 充
実
を
図
る
。
 

刑
事
手

続
終

了
後
も

地
域

社
会
に

お
い

て
、
性

犯
罪

者
に
対

す
る

再
犯
防

止
の

取
組
が

実
施

さ
れ
る
よ

う
、
令

和
４
年

度
の

調
査

研
究
に

よ
り
、

地
域

社
会

に
お
け

る
取
組

に
関

す
る

調
査
・

検
討
や

取
組

の
試

行
実
施
、
そ
れ
ら

を
踏
ま
え
て
地
方
公
共
団
体
等
が
利
用
可
能
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
・
提
供
す
る
な

ど
、

再
犯
防
止
施
策
を
推
進
す
る
。
 

 
Ｇ
Ｐ

Ｓ
機
器

の
装

着
を

義
務
付

け
る
こ

と
等

に
つ

い
て
は

、
諸
外

国
の

法
制

度
・
運

用
等
に

関
す

る
実

情
調
査
等
を
行
い
、
令
和
４
年
中
を
目
途
に

調
査
結
果
を
取
り
ま
と
め
る
。
【
法
務
省
、
関
係
府
省
】
 

 ⑨
被
害

申
告
・

相
談

を
し
や

す
い

環
境
の

整
備

 

 
性
犯
罪
・

性
暴

力
被
害

者
支
援

の
た
め

に
は

、
ワ

ン
ス
ト

ッ
プ
支

援
セ

ン
タ

ー
と
警

察
の
連

携
が

不
可

欠
で
あ

る
。
被

害
者

の
希

望
に
応

じ
て
、

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ
支

援
セ
ン

タ
ー

に
よ

る
警
察

署
へ
の

同
行

支
援

を
行
う

ほ
か
、

被
害

者
の

支
援
に

必
要
な

情
報

共
有

な
ど
、

ワ
ン
ス

ト
ッ

プ
支

援
セ
ン

タ
ー
と

警
察

の
連

携
を
推
進
す
る
。
【
内
閣
府
、
警
察
庁
】
 

性
犯
罪

被
害

の
届
出

の
即

時
受
理

の
徹

底
、
性

犯
罪

捜
査
を

担
当

す
る
係

へ
の

女
性
警

察
官

の
配
置
、

性
犯
罪

指
定
捜

査
員

と
し

て
の
女

性
警
察

官
等

の
指

定
、
性

犯
罪
捜

査
に

従
事

す
る
警

察
官
等

を
対

象
と

し
た
研

修
の
充

実
、

ワ
ン

ス
ト
ッ

プ
支
援

セ
ン

タ
ー

等
関
係

機
関
と

の
連

携
、

証
拠
採

取
と
保

管
の

徹
底

等
を
推

進
す
る

。
ま

た
、

各
都
道

府
県
警

察
の

性
犯

罪
被
害

相
談
電

話
に

つ
な

が
る
全

国
共
通

番
号

を
適

切
に
運
用
す
る
と
と
も
に
、
国
民
へ
の
更
な
る
周
知
を
図
る
。
【
警
察
庁
】
 

刑
事
手

続
の

運
用
の

在
り

方
に
関

し
て

、
被
害

者
の

事
情
聴

取
の

在
り
方

等
に

つ
い
て

、
知

的
障
害
、

発
達
障

害
、
精

神
障

害
等

、
広
く

精
神
に

障
害

が
あ

る
性
犯

罪
被
害

者
に

対
す

る
代
表

者
聴
取

の
試

行
等

の
取
組
を
通
じ
、
よ
り
一
層
適
切
な
も
の
と
な
る
よ
う
検
討
を
行
う
。
【
法
務
省
、
関
係
府
省
】
 

 ⑩
ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
防

止
対
策

の
推

進
 

 
雇
用
の
場
に

お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す
る
た
め
、
説
明
会
の
開
催
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
作
成
・

配
布
等

に
よ
り

、
テ

レ
ワ

ー
ク
や

オ
ン
ラ

イ
ン

の
場

合
も
含

め
、
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
を
行

っ
て
は

な
ら

な
い

旨
の
周
知
を
行
う
ほ
か
、
1
2
月
の
「
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
撲
滅
月
間
」
に
集
中
的
な
広
報
・
啓
発
を
行
う
。【

厚

生
労
働
省
】
 

ま
た
、

就
職

活
動
中

の
学

生
に
対

す
る

セ
ク
シ

ュ
ア

ル
ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
や

教
職

員
が
学

生
に

対
し

て
行

う
ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
等

の
防

止
の
た

め
、
大

学
等

の
関

係
者
が

集
ま
る

各
種

会
議

等
に
お

い
て
、

各
大

学
に

お
け
る
取
組
の
好
事
例
の
発
信
や
、
相
談
窓
口
の
周
知
等
を
一
層
強
化
す
る
。
【
文
部
科
学
省
】
 

 （
３
）

配
偶
者

等
か

ら
の
暴

力
へ

の
対
策

の
強

化
 

①
配
偶

者
暴
力

防
止

法
の
見

直
し

に
向
け

た
検

討
 

 
配
偶

者
暴
力

防
止

法
見

直
し
検

討
ワ
ー

キ
ン

グ
・

グ
ル
ー

プ
報
告

書
素

案
（

中
間
報

告
）
を

踏
ま

え
、

接
近
禁

止
命
令

等
の

申
立

て
を
す

る
こ
と

が
で

き
る

被
害
者

に
つ
い

て
、

対
象

と
な
る

精
神
的

暴
力

や
性

的
暴
力

を
明
確

に
す

る
こ

と
等
に

つ
い
て

、
配

偶
者

暴
力
防

止
法
の

改
正

が
早

期
に
実

現
で
き

る
よ

う
、

検
討
を
行
い
、
結
論
を
得
る
。
【
内
閣
府
、
関

係
府
省
】
 

 ②
配
偶

者
暴
力

対
策

の
抜
本

強
化

 

 
ア
 

配
偶
者

暴
力

対
策
の

抜
本

強
化

 

 
 
 

配
偶
者

暴
力

対
策

の
抜
本

強
化
に

向
け

、
Ｄ

Ｖ
被
害

者
支
援

を
行

う
民

間
シ
ェ

ル
タ
ー

等
及

び
配
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偶
者
暴

力
相

談
支
援

セ
ン

タ
ー
へ

の
ア

ン
ケ
ー

ト
の

結
果
を

踏
ま

え
、
Ｄ

Ｖ
対

策
抜
本

強
化

局
長
級

会
議
等

の
枠

組
み
を

活
用

し
、
生

活
・

就
業
・

住
宅

・
子
育

て
な

ど
の
生

活
再

建
に
必

要
な

手
続
の

見
直
し

な
ど

に
つ
い

て
検

討
事
項

を
夏

ま
で
に

整
理

し
、
以

下
の

取
組
の

ほ
か

、
具
体

策
を

検
討
し

た
上
で
、
令
和
４
年
内
に
抜
本
強
化
策

を
取
り
ま
と
め
る
。
【
内
閣
府
、
関
係
府
省
】
 

 
 
 

法
テ
ラ

ス
に

お
い

て
Ｄ
Ｖ

等
被
害

者
法

律
相

談
援
助

を
行
う

弁
護

士
に

つ
い
て

必
要
な

処
遇

を
図

る
等
に
よ
り
、
Ｄ
Ｖ
等
被
害
者
支
援
に
つ
い
て
経
験
や
理
解
の
あ
る
弁
護
士
を
確
保
す
る
。【

法
務
省
】
 

 
 
 

公
営
住

宅
に

お
け

る
Ｄ
Ｖ

被
害
者

の
優

先
入

居
や
目

的
外
使

用
の

活
用

の
促
進

を
図
る

と
と

も
に

、

Ｄ
Ｖ
被

害
者

を
含
め

住
宅

確
保
要

配
慮

者
の
入

居
を

拒
ま
な

い
セ

ー
フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト
住

宅
の

登
録
を

推
進
す
る

。
【
国
土
交
通
省
】
 

 
 
 
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
対
応
に
つ
い
て
、
学
校
に
お
け
る
事
例
の
周
知
を
図
る
。
【
文
部
科
学
省
】
 

 
 
 

弁
護
士

な
ど

の
専

門
家
に

よ
る
仲

介
な

ど
、

配
偶
者

暴
力
の

被
害

者
の

居
場
所

を
秘
匿

し
つ

つ
、

婚
姻
費

用
・

養
育
費

や
子

の
養
育

権
の

整
理
等

に
係

る
交
渉

を
進

め
る
仕

組
み

を
検
討

し
、

整
備
を

図
る
。
【
内

閣
府
】
 

 
 
 

親
権
を

め
ぐ

る
問

題
の
解

決
に
当

た
り

子
供

の
最
善

の
利
益

を
徹

底
す

る
と
と

も
に
、

子
の

監
護

権
に
関
す

る
調
停
の
運
用
状
況
も
踏
ま
え
、
所
要
の
検
討
を
行
う
。
【
法
務
省
】
 

安
全
・
安
心
の
確
保
を
前
提
に
、
子
供
の
成
育
を
見
守
る
機
会
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
面
会
交
流

（
親
子
交
流
）
及
び
そ
の
支
援
の
推
進
、
支
援
団
体
の
利
用
費
負
担
軽
減
を
図
る
。
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ

る
面

前
Ｄ

Ｖ
な

ど
子

へ
の

虐
待

が
あ

っ
た

場
合

の
親

権
変

更
や

面
会

制
限

な
ど

を
図

る
。
【

法
務

省
、

文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
】
 

男
性
及
び
外
国
人
を
含
め
多
様
な
配
偶
者
暴
力
に
対
応
で
き
る
相
談
窓
口
の
整
備
を
図
る
。【

内
閣

府
】
 

 
イ

 
被

害
者
支

援
の

た
め

の
取

組
 

官
民

連
携

の
下

で
配

偶
者

暴
力

被
害

者
等

を
支

援
す

る
民

間
シ

ェ
ル

タ
ー

等
が

行
う

パ
イ

ロ
ッ

ト

事
業
（
①
受
入
体
制
整
備
、
②
専
門
的
・
個
別
的
支
援
、
③
切
れ
目
な
い
総
合
的
支
援
）
に
つ
い
て
、

今
年
度
事
業
の
成
果
を
検
証
す
る
と
と

も
に
、
過
年
度
事
業
の
検
証
結
果
を
踏
ま
え
、
民
間
シ
ェ
ル
タ

ー
等
に
よ
る
被
害
者
支
援
の
更
な
る
推

進
を
図
る
。
 

 
 
 

さ
ら
に

、
配

偶
者

暴
力
防

止
法
の

見
直

し
に

関
す
る

検
討
状

況
を

踏
ま

え
つ
つ

、
配
偶

者
暴

力
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
体
制
の
強
化
を
図
る
。
【
内
閣
府
、
関
係
府
省
】
 
 

 
ウ
 

加
害
者

プ
ロ

グ
ラ
ム

の
試

行
実
施

と
「

本
格
実

施
の

た
め
の

留
意

事
項
」
（
仮
称

）
の

策
定

 

 
 
 

加
害
者

に
働

き
か

け
る
こ

と
で
加

害
者

に
自

ら
の
暴

力
の
責

任
を

自
覚

さ
せ
る

加
害
者

プ
ロ

グ
ラ

ム
に
つ

い
て

、
被
害

者
支

援
の
一

環
と

し
て
、

令
和

４
年
度

に
「

試
行
の

た
め

の
留
意

事
項

」
を
踏

ま
え
追

加
的

に
試
行

実
施

を
行
い

、
そ

の
成
果

の
検

証
に
基

づ
い

た
「
本

格
実

施
の
た

め
の

留
意
事

項
」
（
仮
称
）
を
策
定
す
る
。
【
内
閣
府
】
 
 

 
エ
 

配
偶
者

暴
力

対
応
と

児
童

虐
待
対

応
の

連
携

 
 
 
 

配
偶
者

暴
力

と
児

童
虐
待

は
、
同

一
家

庭
内

で
同
時

に
発
生

し
て

い
る

事
例
が

多
い
こ

と
を

踏
ま

え
、
配

偶
者

暴
力
の

被
害

者
に
対

す
る

相
談
・

支
援

に
従
事

す
る

官
民
の

関
係

者
を
対

象
と

し
た
オ

ン
ラ
イ

ン
研

修
に
お

い
て

、
児
童

虐
待

に
関
連

し
た

項
目
を

研
修

項
目
と

す
る

と
と
も

に
、

児
童
相

談
所
職
員
等
、
児
童
虐
待
対
応
の
関
係
部
署
の
職
員
も
研
修
対
象
者
と
す
る
。【

内
閣
府
、
厚
生
労
働

省
、
関
係
府
省
】
 

 ③
非
同

棲
交
際

相
手

か
ら
の

暴
力

（
い
わ

ゆ
る

デ
ー
ト

Ｄ
Ｖ

）
へ
の

対
応
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配
偶
者

暴
力

防
止
法

の
対

象
と
な

る
相

手
以
外

の
交

際
相
手

か
ら

の
暴
力

へ
の

対
応
の

た
め

、
Ｄ
Ｖ
対

策
抜
本

強
化
局

長
級

会
議

等
の
枠

組
み
を

活
用

し
、

予
防
や

一
時
保

護
・

緊
急

避
難
な

ど
に
つ

い
て

必
要

な
施
策
の
整
理
を
行
う
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
「
ス
ト
ー
カ
ー
被
害
者
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
（
平
成

2
9
年

12

月
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
）
を
改
訂
す
る

な
ど
令
和
４
年
内
に
必
要
な
対
策
を
取
り
ま
と
め
る
。【

内
閣

府
、
関
係
府
省
】
 
 

 ④
ス
ト

ー
カ
ー

対
策

の
強
化
 

 
上
述

の
マ
ニ

ュ
ア

ル
の

改
正
の

ほ
か
、

ス
ト

ー
カ

ー
総
合

対
策
を

改
定

す
る

。
被
害

者
等
か

ら
の

相
談

体
制
の

充
実
、

一
時

避
難

所
を
確

保
す
る

た
め

に
必

要
な
連

携
体
制

整
備

等
の

推
進
を

図
る
。

加
害

者
対

策
と
し

て
、
専

門
機

関
と

連
携
し

、
加
害

者
の

更
生

に
向
け

た
取
組

を
推

進
す

る
と
と

も
に
、

加
害

者
に

対
す
る

カ
ウ
ン

セ
リ

ン
グ

や
治
療

に
つ
な

が
る

効
果

的
な
取

組
を
把

握
し

、
全

国
に
周

知
し
横

展
開

を
図

る
。
【
内
閣
府
、
警
察
庁
、
関
係
府
省
】
 

 （
４
）

困
難
な

問
題

を
抱
え

る
女

性
へ
の

支
援

 

「
困
難

な
問

題
を
抱

え
る

女
性
へ

の
支
援

に
関

す
る

法
律
」
（
以
下

「
新

法
」

と
い
う

。
）
の

成
立

を
踏

ま
え
、

婦
人
相

談
所

（
新

法
の
女

性
相
談

支
援

セ
ン

タ
ー
）

や
婦
人

保
護

施
設

（
新
法

の
女
性

自
立

支
援

施
設
）

の
機
能

強
化

な
ど

各
都
道

府
県
で

の
支

援
体

制
の
計

画
的
な

整
備

、
常

勤
化
や

市
町
村

へ
の

配
置

の
促
進

な
ど
を

含
む

婦
人

相
談
員

（
新
法

の
女

性
相

談
支
援

員
）
の

人
材

の
確

保
・
養

成
・
処

遇
改

善
の

推
進
、

広
域
的

な
民

間
団

体
相
互

の
連
携

基
盤

の
構

築
の
検

討
を
含

め
た

民
間

団
体
と

の
協
働

の
促

進
な

ど
、
新
法
の
令
和
６
年
４
月
の
円
滑
な
施
行
に
向
け
た
環
境
整
備
を
図
る
。
【
厚
生
労
働
省
】
 

 （
５
）

女
性
の

健
康
 

①
「
生

理
の
貧

困
」

へ
の
支

援
 

経
済
的

な
理

由
で
生

理
用

品
を
購

入
で

き
な
い

女
性

が
い
る

と
い

う
「
生

理
の

貧
困
」

は
、

女
性
の
健

康
や
尊

厳
に
関

わ
る

重
要

な
課
題

で
あ
る

。
こ

の
た

め
、
地

域
女
性

活
躍

推
進

交
付
金

に
よ
り

、
地

方
公

共
団
体

が
、
女

性
へ

の
寄

り
添
っ

た
相
談

支
援

の
一

環
と
し

て
行
う

生
理

用
品

の
提
供

を
支
援

す
る

。
ま

た
、
地

域
子
供

の
未

来
応

援
交
付

金
に
よ

り
、

地
方

公
共
団

体
が
、

子
ど

も
食

堂
や
学

習
支
援

と
い

っ
た

子
供
の

居
場
所

づ
く

り
な

ど
の
事

業
を
行

う
中

で
、

支
援
対

象
の
貧

困
家

庭
の

子
供
に

生
理
用

品
の

提
供

を
行
う
こ
と
を
支
援
す
る
。
さ
ら
に
、「

生
理
の
貧

困
」
に
係
る
取
組
の
横
展

開
に
資
す
る
よ
う
、
各
地

方

公
共
団
体
に
お
け
る
取
組
を
調
査
し
、
情
報
提
供
を
行
う
。
【
内
閣
府
】
 

 ②
フ
ェ

ム
テ
ッ

ク
の

更
な
る

推
進
 

産
官
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て

、
フ
ェ
ム
テ
ッ
ク
関
連
製
品
に
つ
い
て
、「

医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の

品
質
、

有
効

性
及

び
安
全

性
の
確

保
等

に
関

す
る
法

律
」
上

の
位

置
付

け
と
必

要
な
規

制
の

詳
細

等
に
つ

い
て
議

論
を

行
う

と
と
も

に
、
必

要
に

応
じ

て
薬
事

規
制
へ

の
該

当
性

や
審
査

の
カ
テ

ゴ
リ

ー
に

関
す
る

個
別
企

業
の

相
談

に
応
じ

る
。
ま

た
、

働
く

女
性
の

月
経
、

妊
娠

・
出

産
、
更

年
期
等

、
女

性
特

有
の
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
に
起
因
す
る
望
ま
な
い
離
職
等
を
防
ぐ
た
め
、
フ
ェ
ム
テ
ッ
ク
企
業
と
導
入
企
業
、

医
療
機

関
、
地

方
公

共
団

体
等
が

連
携
し

て
、

フ
ェ

ム
テ
ッ

ク
を
活

用
し

、
働

く
女
性

の
健
康

課
題

を
解

消
す
る

た
め
の

サ
ポ

ー
ト

サ
ー
ビ

ス
を
提

供
す

る
実

証
事
業

を
実
施

す
る

こ
と

に
よ
り

、
働
く

女
性

の
就

業
継
続

を
支
援

す
る

。
さ

ら
に
、

フ
ェ
ム

テ
ッ

ク
製

品
・
サ

ー
ビ
ス

に
関

連
し

て
消
費

者
等
か

ら
情

報
提

供
が
あ

っ
た
場

合
は

、
関

係
府
省

庁
間
で

情
報

を
共

有
し
、

適
切
に

対
応

す
る

。
【
内

閣
府
、

消
費

者
庁
、
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 厚
生
労
働
省
、
経
済
産
業
省
】
 

 ③
予
期

せ
ぬ
妊

娠
へ

の
対
応
 

○
緊
急

避
妊
薬
 

予
期
せ

ぬ
妊

娠
の
可

能
性

が
生
じ

た
女

性
が
、

緊
急

避
妊
薬

を
処

方
箋
な

し
に

薬
局
で

適
切

に
利
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「

医
療
用
か
ら
要
指
導
・
一
般
用
へ
の
転
用
に
関
す
る
評
価
検
討
会

議
」

で
検
討

を
進
め

る
。

令
和

４
年
度

は
、
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ
ン

ト
を
実

施
し

、
そ

の
結
果

等
を
踏

ま
え

、
課

題
点
の
整
理
及
び
そ
の
対
応
策
の
取
り
ま
と

め
に
向
け
着
実
に
検
討
を
進
め
る
。
【
厚
生
労
働
省
】
 

 ○
経
口

中
絶
薬
 

令
和
３
年

1
2
月
に
国
内
で
初
め
て
経
口
中

絶
薬
が
薬
事
承
認
申
請
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
独
立
行
政
法

人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
お
い
て
有
効
性
や
安
全
性
に
つ
い
て
適
切
に
審
査
を
行
う
。【

厚
生

労
働

省
】
 

 

④
女
性

の
健
康

に
関

す
る
知

識
向

上
等
 

女
性
は

、
個

人
差
も

あ
る

が
、
そ

の
心

身
の
状

況
が

年
代
に

応
じ

て
大
き

く
変

化
す
る

。
こ

の
た
め
、

女
性
の

健
康
を

生
涯

に
わ

た
り
包

括
的
に

支
援

す
る

た
め
の

事
業
・

研
究

に
取

り
組
む

と
と
も

に
、

女
性

の
健
康
に
関
す
る
知
識
の
向
上
や
社
会
的
関

心
を
喚
起
す
る
。
 

女
性
の

就
業

率
が
上

昇
す

る
中
、

仕
事

と
女
性

特
有

の
健
康

課
題

等
（
月

経
関

連
症
状

、
医

学
的
に
妊

娠
・
出

産
に
適

し
た

年
齢

な
ど
妊

娠
・
出

産
に

関
す

る
こ
と

、
更
年

期
症

状
等

）
と
の

両
立
が

課
題

と
な

っ
て
い

る
。
働

く
女

性
が

自
ら
の

身
体
に

関
心

を
持

ち
、
自

ら
の
身

体
の

こ
と

を
知
る

と
と
も

に
、

男
性

も
含
め

て
、
企

業
・

職
場

や
社
会

全
体
が

、
年

代
ご

と
の
女

性
の
健

康
課

題
等

へ
の
理

解
・
関

心
を

深
め

る
こ
と
に
よ
り
、
男
女
と
も
に
女
性
の
健
康

に
関
す
る
医
学
的
・
科
学
的
な
知

識
・
情
報
を
入
手
・
理
解
・

活
用
す

る
能
力

（
ヘ

ル
ス

リ
テ
ラ

シ
ー
）

を
高

め
て

い
く
こ

と
が
重

要
で

あ
る

。
国
が

率
先
し

て
取

り
組

む
た
め

、
国
の

職
員

を
対

象
に
、

研
修
な

ど
様

々
な

機
会
を

通
じ
て

、
こ

う
し

た
能
力

を
高
め

る
た

め
の

情
報
を
周
知
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。
【
内
閣

官
房
、
厚
生
労
働
省
、
(
人
事
院
)
】
 

 （
６
）

夫
婦
の

氏
に

関
す
る

具
体

的
な
制

度
の

在
り
方

 

 
現
在

、
身
分

証
明

書
と

し
て
使

わ
れ
る

パ
ス

ポ
ー

ト
、
マ

イ
ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
、
免

許
証
、

住
民

票
、

印
鑑
登

録
証
明

書
な

ど
も

旧
姓
併

記
が
認

め
ら

れ
て

お
り
、

旧
姓
の

通
称

使
用

の
運
用

は
拡
充

さ
れ

つ
つ

あ
る
が

、
国
・

地
方

一
体

と
な
っ

た
行
政

の
デ

ジ
タ

ル
化
・

各
府
省

間
の

シ
ス

テ
ム
の

統
一
的

な
運

用
な

ど
に
よ

り
、
婚

姻
に

よ
り

改
姓
し

た
人
が

不
便

さ
や

不
利
益

を
感
じ

る
こ

と
の

な
い
よ

う
、
引

き
続

き
旧

姓
の
通
称
使
用
の
拡
大
や
そ
の
周
知
に
取
り

組
む
。
【
関
係
府
省
】
 

 
婚
姻

後
も
仕

事
を

続
け

る
女
性

が
大
半

と
な

っ
て

い
る
こ

と
な
ど

を
背

景
に

、
婚
姻

前
の
氏

を
引

き
続

き
使
え

な
い
こ

と
が

婚
姻

後
の
生

活
の
支

障
に

な
っ

て
い
る

と
の
声

な
ど

国
民

の
間
に

様
々
な

意
見

が
あ

る
。
そ

の
よ
う

な
状

況
も

踏
ま
え

た
上
で

、
家

族
形

態
の
変

化
及
び

生
活

様
式

の
多
様

化
、
国

民
意

識
の

動
向
等

も
考
慮

し
、

夫
婦

の
氏
に

関
す
る

具
体

的
な

制
度
の

在
り
方

に
関

し
、

戸
籍
制

度
と
一

体
と

な
っ

た
夫
婦

同
氏
制

度
の

歴
史

を
踏
ま

え
、
ま

た
家

族
の

一
体
感

、
子
供

へ
の

影
響

や
最
善

の
利
益

を
考

え
る

視
点
も

十
分
に

考
慮

し
、

国
民
各

層
の
意

見
や

国
会

に
お
け

る
議
論

の
動

向
を

注
視
し

な
が
ら

、
司

法
の

判
断
も
踏
ま
え
、
更
な
る
検
討
を
進
め
る
。
【
法
務
省
、
関
係
府
省
】
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 Ⅲ
 
男

性
の
家

庭
・

地
域
社

会
に

お
け
る

活
躍

 

 
男
女
共
同

参
画

の
実
現

に
向
け

て
は
、

女
性

の
活

躍
促
進

と
並
行

し
て

、
男

性
の
活

躍
の
場

を
家

庭
や

地
域
社

会
に
広

げ
る

こ
と

が
不
可

欠
で
あ

る
。

し
か

し
な
が

ら
、
例

え
ば

民
間

企
業
の

男
性
の

育
児

休
業

取
得
率
は

1
2
.
6
5
％

と
い

ま
だ
道

半
ば

で
あ

る
。
そ

の
背
景

と
し

て
、

男
性
が

積
極
的

に
育

児
に

参
画
し

に
く
い

雰
囲
気

や
慣

行
が

あ
る
こ

と
が
指

摘
さ

れ
て

い
る
。
「
母
親

だ
か

ら
」
「

父
親
だ

か
ら
」

と
い

っ
た

両
親
の
固
定
的
な
役
割
分
担
意
識
か
ら
育
児

の
在
り
方
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、「

こ
ど
も
ま
ん
な
か
」
の

考
え
方

の
下
、

各
種

手
続

き
の
オ

ン
ラ
イ

ン
化

の
推

進
等
、

男
女
問

わ
ず

育
児

参
画
し

や
す
い

環
境

づ
く

り
を
強
力
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
5
0
歳
時

点
で
配
偶
者
の
い
な
い
男
性
の
割
合
は
３
割
と
な
る

な
ど
、

家
族
の

姿
が

変
化

・
多
様

化
す
る

状
況

の
中

で
、
女

性
の
み

な
ら

ず
男

性
が
家

庭
や
地

域
社

会
に

お
い
て

望
ま
な

い
孤

独
及

び
孤
立

に
陥
ら

な
い

よ
う

活
躍
の

場
を
広

げ
、

社
会

的
な
つ

な
が
り

を
持

て
る

よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

 （
１
）

男
性
の

育
児

休
業
取

得
の

推
進
及

び
働

き
方
の

改
革

 

①
男
性

の
育
児

休
業

取
得
の

推
進

等
 

「
産
後

パ
パ

育
休
」

の
創

設
な
ど

を
内

容
と
す

る
改

正
育
児

・
介

護
休
業

法
が

令
和
４

年
４

月
か
ら
段

階
的
に

施
行
さ

れ
て

い
る

こ
と
を

踏
ま
え

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー
ク

に
お
け

る
育

児
休

業
中
の

代
替
要

員
確

保
に

関
す
る

相
談
支

援
や

両
立

支
援
等

助
成
金

の
周

知
等

を
実
施

す
る
と

と
も

に
、

改
正
内

容
の
確

実
な

履
行

を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
男
性
の
育
児
休
業
取
得

率
（
令
和
２
年
度
：
1
2
.
6
5
％
）
を
令
和
７
年
ま

で
に

3
0
％
と
す
る
目
標
の
達
成
に
向
け
て
取
組
を
強
力
に
推
進
す
る
。
【
厚
生
労
働
省
】
 

ま
た
、

い
わ

ゆ
る
「

取
る

だ
け
育

休
」

と
な
ら

な
い

よ
う
、

地
方

公
共
団

体
が

実
施
す

る
両

親
学
級
等

が
、
よ

り
男
性

が
参

加
し

や
す
く

、
産
後

の
育

児
に

つ
い
て

学
ぶ
も

の
と

な
る

よ
う
、

両
親
学

級
の

オ
ン

ラ
イ
ン

開
催
や

Ｓ
Ｎ

Ｓ
等

を
活
用

し
た
オ

ン
ラ

イ
ン

相
談
な

ど
、
地

域
の

実
情

に
応
じ

た
支
援

体
制

の
強

化
を
促
す
。
【
厚

生
労
働
省
】
 

 

②
長
時

間
労
働

慣
行

の
是
正
 

労
働
基

準
法

に
基
づ

く
時

間
外
労

働
の

上
限
規

制
等

法
定
労

働
条

件
の
履

行
確

保
及
び

長
時

間
労
働
是

正
の
た

め
、
的

確
に

監
督

指
導
を

行
う
と

と
も

に
、

令
和
６

年
度
か

ら
の

全
面

施
行
に

向
け
、

企
業

に
お

け
る
働
き
方
改
革
推
進
の
た
め
に
必
要
な
支

援
等
を
実
施
す
る
。
【
厚
生
労
働
省
】
 

 ③
転
勤

の
予
見

可
能

性
の
向

上
等

に
向
け

た
労

働
契
約

関
係

の
明
確

化
 

 
転
勤

等
に
よ

る
就

業
の

場
所
の

変
更
の

範
囲

に
つ

い
て
は

、
ワ
ー

ク
・

ラ
イ

フ
・
バ

ラ
ン
ス

、
キ

ャ
リ

ア
形
成

を
左
右

し
う

る
も

の
で
あ

り
、
労

働
契

約
関

係
の
明

確
化
が

特
に

重
要

と
な
る

こ
と
か

ら
、

労
働

条
件
明

示
事
項

に
就

業
場

所
の
変

更
の
範

囲
を

追
加

す
る
こ

と
等
に

つ
い

て
検

討
す
る

。
【
厚

生
労

働
省
】
 

 ④
コ
ロ

ナ
下
で

広
ま

っ
た
テ

レ
ワ

ー
ク
等

多
様

な
働
き

方
の

定
着

 

コ
ロ
ナ

下
で

広
ま
っ

た
テ

レ
ワ
ー

ク
は
、

ウ
ィ

ズ
コ

ロ
ナ
・

ポ
ス
ト

コ
ロ

ナ
の

「
新
た

な
日
常

」
、
「
新

し
い
生

活
様
式

」
に

対
応

し
た
働

き
方
で

あ
る

と
同

時
に
、

働
く
時

間
や

場
所

を
柔
軟

か
つ
有

効
に

活
用

で
き
る

働
き
方

で
あ

る
。

コ
ロ
ナ

収
束
後

も
こ

う
し

た
多
様

な
働
き

方
を

後
退

さ
せ
ず

、
コ
ロ

ナ
前

の
働

き
方
に

戻
さ
な

い
よ

う
、

関
係
府

省
が
連

携
し

て
テ

レ
ワ
ー

ク
の
実

施
を

推
進

す
る
。

令
和
４

年
度

は
、

適
正
な

労
務
管

理
下

に
お

け
る
良

質
な
テ

レ
ワ

ー
ク

が
幅
広

い
業
種

で
定

着
・

促
進
さ

れ
る
よ

う
、

中
小

企
業
に

お
け
る

テ
レ

ワ
ー

ク
の
導

入
を
引

き
続

き
支

援
す
る

と
と
も

に
、

テ
レ

ワ
ー
ク

に
関
す

る
労

務
管
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 理
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
相
談

で
き
る
窓
口
を
設
置
す
る
。
ま
た
、「

転
職
な
き
移
住
」
を
実

現
し
、

地
理
的

・
時

間
的

な
条
件

に
か
か

わ
ら

ず
あ

ら
ゆ
る

地
域
で

同
じ

よ
う

な
働
き

方
を
可

能
と

す
る

環
境
を

整
え
る

た
め

、
地

方
創
生

に
資
す

る
テ

レ
ワ

ー
ク
（

地
方
創

生
テ

レ
ワ

ー
ク
）

を
推
進

す
る

。
さ

ら
に
、
テ
レ
ワ
ー
ク
推
進

に
関
す
る
新
た
な
政
府
目
標
を
検
討
す
る
。【

内
閣

官
房
、
内
閣
府
、
デ
ジ
タ

ル

庁
、
総
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
】
 

あ
わ
せ

て
、

国
の
行

政
機

関
に
お

い
て

は
、
幹

部
職

員
及
び

管
理

職
が
不

慣
れ

な
こ
と

に
よ

っ
て
オ
ン

ラ
イ
ン

会
議
が

避
け

ら
れ

る
と
い

っ
た
こ

と
が

な
い

よ
う
、

全
府
省

に
お

い
て

管
理
職

の
デ
ジ

タ
ル

自
立

を
実
践
す
る
。
【
全
府
省
】
 

 （
２
）

男
性
の

育
児

参
画
を

阻
む

壁
の
解

消
 

①
男
性

が
育
児

参
画

す
る
た

め
の

イ
ン
フ

ラ
の

整
備

 

 
男
性

が
子
育

て
に

参
画

し
や
す

く
す
る

た
め

、
公

共
交
通

機
関
や

公
共

施
設

に
お
い

て
、
ベ

ビ
ー

ベ
ッ

ド
や
ベ

ビ
ー
チ

ェ
ア

等
の

男
性
ト

イ
レ
へ

の
設

置
を

推
進
す

る
ほ
か

、
ベ

ビ
ー

カ
ー
使

用
者
の

た
め

の
フ

リ
ー
ス

ペ
ー
ス

の
設

置
を

促
進
す

る
。
ま

た
、

公
共

交
通
機

関
に
お

い
て

ベ
ビ

ー
カ
ー

を
気
兼

ね
な

く
安

心
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
、
周
囲
の
利
用
者

の
理
解
・
協
力
を
求
め
る
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
実
施
す
る
。【

国

土
交
通
省
】
 

 ②
学
校

関
連
の

活
動

・
行
事

に
お

け
る
オ

ン
ラ

イ
ン
化

の
推

進
等

 

学
校
に

お
け

る
働
き

方
改

革
と
と

も
に

保
護
者

の
負

担
軽
減

に
も

資
す
る

よ
う

、
保
護

者
か

ら
学
校
へ

の
欠
席

・
遅
刻

連
絡

や
学

校
か
ら

保
護
者

へ
の

連
絡

の
オ
ン

ラ
イ
ン

化
な

ど
を

進
め
る

。
あ
わ

せ
て

、
Ｐ

Ｔ
Ａ
や

保
護
者

会
な

ど
学

校
関
連

の
活
動

・
行

事
に

つ
い
て

、
オ
ン

ラ
イ

ン
の

活
用
な

ど
、
男

女
共

同
参

画
の
観

点
か
ら

保
護

者
や

地
域
住

民
が
参

画
し

や
す

い
工
夫

を
行
っ

て
い

る
事

例
を
取

り
ま
と

め
る

。
こ

れ
ら
に

つ
い
て

、
令

和
４

年
度
中

に
教
職

員
研

修
等

に
お
い

て
事
例

紹
介

を
行

う
こ
と

を
通
じ

て
、

優
良

事
例
の
横
展
開
を
図
る
。
【
文
部
科
学
省
】
 

 ③
子
育

て
・
介

護
な

ど
各
種

行
政

手
続
に

お
け

る
オ
ン

ラ
イ

ン
化
の

推
進

 

子
育
て

や
介

護
を
担

う
者

の
利
便

性
向

上
や
手

続
に

係
る
負

担
軽

減
を
図

る
た

め
、
マ

イ
ナ

ポ
ー
タ
ル

か
ら
マ

イ
ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
を
用

い
て
子

育
て

・
介

護
に
関

す
る
手

続
の

サ
ー

ビ
ス
検

索
及
び

オ
ン

ラ
イ

ン
申
請

が
で
き

る
ワ

ン
ス

ト
ッ
プ

サ
ー
ビ

ス
に

つ
い

て
、
令

和
４
年

度
に

地
方

公
共
団

体
に
お

け
る

導
入

を
促
す
と
と
も
に
、
地
方

公
共
団
体
の
シ
ス
テ
ム
改
修
等
の
支
援
を
行
う
。【

内
閣
府
、
デ
ジ
タ
ル
庁

、
総

務
省
、
厚
生
労
働
省
】
 

 

④
仕
事

と
子
育

て
等

の
両
立

を
阻

害
す
る

慣
行

等
へ
の

対
応

 

 
仕
事
と
子

育
て

等
の
両

立
を
阻

害
し
た

り
、

父
親

の
育
児

参
画
を

阻
む

固
定

的
な
性

別
役
割

分
担

意
識

や
身
近

な
慣
行

等
の

解
消

に
取
り

組
む
。

園
と

保
護

者
の
連

絡
が
電

話
や

紙
で

行
わ
れ

る
こ
と

な
ど

に
つ

い
て
、

関
係
府

省
に

対
し

対
応
を

働
き
か

け
る

と
と

も
に
、

使
用
済

み
紙

お
む

つ
や
布

団
の
持

ち
帰

り
な

ど
に
つ

い
て
、

令
和

３
年

度
に
実

施
し
た

「
仕

事
と

子
育
て

等
の
両

立
を

阻
害

す
る
慣

行
等
調

査
」

に
お

い
て
収
集
し
た
対
応
例
を
広
く
一
般
に
周
知

す
る
。
【
内
閣
府
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
】
 

 （
３
）

男
性
の

孤
独

・
孤
立

対
策

 

①
男
性

相
談
窓

口
の

充
実
強

化
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男
性
の

家
庭

・
地
域

社
会

に
お
け

る
活

躍
の
た

め
に

は
、
男

性
の

育
児
休

業
取

得
の
推

進
及

び
働
き
方

の
改
革

、
男
性

の
育

児
参

加
を
阻

む
要
因

の
解

消
の

ほ
か
、

男
性
の

望
ま

な
い

孤
独
及

び
孤
立

の
解

消
を

図
っ
て

い
く
必

要
が

あ
る

。
特
に

、
家
族

の
姿

が
変

化
・
多

様
化
す

る
状

況
の

中
で
、

家
庭
や

介
護

等
に

関
わ
る
悩
み
も
増
え
て
き
て
お
り
、
男
性
が

様
々
な
悩
み
を
相
談
で
き
る
窓
口
の
整
備
を
進
め
る
。
 

 ○
地
方

公
共
団

体
に

お
け
る

男
性

相
談
体

制
の

整
備

 

全
国

3
7
の
都
道
府
県
に

お
い
て
男
性
相
談
の
窓
口

3が
置
か
れ
る
中
、
男
性
相
談
を
行
う
男
女
共
同
参

画
セ
ン
タ
ー
等
の
総
数
は

7
9
に
留
ま
っ
て
お

り
、
全
国
的
に
相
談
対
応
が
行
え
る
よ
う
体
制
の
整
備

に
取

り
組
む

。
ま
た

、
各

地
の

相
談
ニ

ー
ズ
や

対
応

状
況

に
つ
き

実
態
を

把
握

す
る

と
と
も

に
、
課

題
を

抽
出

し
、
具

体
的
な

支
援

方
法

を
検
討

す
る
。

男
性

相
談

を
行
っ

て
い
る

男
女

共
同

参
画
セ

ン
タ
ー

の
取

組
事

例
に
つ

い
て
、

全
国

の
男

女
共
同

参
画
セ

ン
タ

ー
に

対
し
て

横
展
開

し
、

様
々

な
地
域

活
動
へ

の
男

性
の

参
画
の
促
進
も
含
め
、
今
後
の
取
組
を
促
す
。
【
内
閣
府
】
 

 ○
民
間

に
お
け

る
男

性
相
談

の
取

組
と
の

連
携

 

 
男
女

共
同
参

画
セ

ン
タ

ー
が
Ｎ

Ｐ
Ｏ
等

様
々

な
主

体
と
の

連
携
強

化
を

含
め

て
体
制

の
強
化

を
進

め
る

と
さ
れ

て
い
る

中
、

民
間

団
体
に

お
け
る

具
体

的
な

相
談
業

務
の
実

態
を

把
握

す
る
と

と
も
に

、
行

政
機

関
や
他
の
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
と
の
連

携
を
後
押
し
す
る
。
【
内
閣
府
】
 

 Ⅳ
 
女

性
の
登

用
目

標
達
成

（
第

５
次
男

女
共

同
参
画

基
本

計
画
の

着
実

な
実
行

）
 

５
次
計

画
に

掲
げ
ら

れ
た

目
標
を

着
実

に
達
成

し
、

計
画
を

絵
に

描
い
た

餅
に

し
な
い

よ
う

、
目
標
の

進
捗
状

況
を
確

認
し

、
Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ

を
回
し

な
が

ら
、

各
府
省

に
お
い

て
必

要
な

施
策
を

展
開
し

て
い

く
。

こ
の
た

め
、
以

下
の

（
１

）
か
ら

（
６
）

ま
で

に
記

載
し
た

内
容
を

含
め

、
５

次
計
画

に
お
け

る
女

性
の

登
用
・
採
用
に
関
す
る
全

58
項
目
の
成
果
目
標
に
つ
い
て
、
そ
の
達
成
状
況
を
内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
お
い

て
公
表

す
る

こ
と

で
、
進

捗
の
「

見
え

る
化

」
を
行

う
と
と

も
に

、
達

成
状
況

の
遅
れ

て
い

る
も

の
に
つ
い
て
は
、
目
標
達
成
に
向
け
た
取
組
を
更
に
加
速
さ
せ
て
い
く
。

 
 （

１
）

政
治
分

野
 

○
政
治

分
野
に

お
け

る
男
女

共
同

参
画
の

推
進

 

令
和
４

年
４

月
に
公

表
し

た
政
治

分
野
に

お
け

る
ハ

ラ
ス
メ

ン
ト
防

止
の

た
め

の
研
修

教
材
に

つ
い

て
、

各
議
会

等
に
お

け
る

積
極

的
な
活

用
を
推

進
す

る
と

と
も
に

、
令
和

４
年

度
以

降
、
そ

の
活
用

状
況

等
に

つ
い
て
、
定
期
的
に
把
握
し
、
「
見
え
る
化
」
を
図
る
。
【
内
閣
府
】
 

 
議
員

等
に
対

す
る

性
的

な
言
動

等
に
起

因
す

る
問

題
に
係

る
相
談

体
制

の
整

備
等
の

取
組
に

つ
い

て
、

諸
外
国

に
お
け

る
具

体
的

な
取
組

事
例
に

関
す

る
調

査
研
究

を
行
い

、
そ

の
結

果
に
つ

い
て
、

各
議

会
等

に
対
し
広
く
情
報
提
供
を
行
う
。
【
内
閣
府
】
 

 
地
域

に
お
け

る
人

口
減

少
や
高

齢
化
が

進
行

す
る

中
で
、

地
方
議

員
の

な
り

手
不
足

の
解
消

に
も

資
す

る
女
性
の
政
治
参
画
の
拡
大
に
向
け
た
方
策
に
つ
い
て
、
地
方
議
会
の
関
係
者
等
と
も
連
携
し
つ
つ
、
様
々

な
観
点
か
ら
議
論
し
、
広
く
発
信
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
。
【
内
閣
府
、
総
務
省
】
 

 （
２
）

行
政
分

野
 

                                                   
3 

男
性
相
談
員
が
、
夫
婦
関
係
や
職
場

・
仕

事
上
の
人
間
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
男
性
の
た
め
の
悩
み
相
談
に
応

じ

る
。
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 ○
国
家

公
務
員

の
女

性
職
員

の
職

域
の
拡

大
に

向
け
た

取
組

 

働
き
方

に
つ

い
て
社

会
全

体
に
お

け
る

固
定
的

な
性

別
役
割

分
担

意
識
や

無
意

識
の
思

い
込

み
（
ア
ン

コ
ン
シ

ャ
ス
・

バ
イ

ア
ス

）
の
存

在
が
指

摘
さ

れ
て

い
る
こ

と
を
踏

ま
え

、
能

力
及
び

実
績
に

よ
る

人
事

管
理
を

前
提
と

し
つ

つ
、

従
来
の

人
事
慣

行
を

見
直

し
、
女

性
職
員

の
職

域
の

拡
大
に

取
り
組

む
と

と
も

に
、
重

要
な
職

務
経

験
の

付
与
、

研
修
機

会
の

付
与

等
に
よ

り
、
女

性
職

員
の

積
極
的

か
つ
計

画
的

な
育

成
を
図
る
。
【
内
閣
官
房
、
全
府
省
】
 

 ○
国
家

公
務
員

の
女

性
職
員

の
登

用
拡
大

に
向

け
た
取

組
 

行
政
分

野
に

お
い
て

は
、

国
家
公

務
員

の
各
役

職
段

階
に
占

め
る

女
性
の

割
合

（
令
和

３
年

：
係
長
相

当
職
（
本
省
）
2
7
.
7
％
、
係
長
相
当
職
（
本
省
）
の

う
ち
新
た
に
昇
任
し
た
職
員

2
5
.
5
％
、
地
方
機
関

課

長
・
本
省
課
長
補
佐
相
当
職

1
3
.
3
％
、
本
省
課
室
長
相
当
職

6
.
4
％
、
指
定
職
相
当

4
.
2
％
）
を
令
和

７
年

度
末
ま

で
に
引

き
上

げ
る

目
標
（

係
長
相

当
職

（
本

省
）
3
0
％
、
係

長
相

当
職

（
本
省

）
の
う

ち
新

た
に

昇
任
し
た
職
員

3
5
％
、
地
方
機
関
課
長
・
本
省
課
長
補
佐
相
当
職

1
7
％
、
本
省
課
室
長
相
当
職

1
0
％
、
指

定
職
相

当
８
％

）
を

掲
げ

て
い
る

と
こ
ろ

、
こ

れ
ら

の
目
標

を
達
成

す
る

た
め

、
男
性

職
員
の

み
が

配
置

さ
れ
て

き
た
管

理
職

ポ
ス

ト
等
に

女
性
職

員
を

配
置

す
る
に

当
た
っ

て
工

夫
し

た
事
例

等
、
各

府
省

等
に

お
け
る
女
性
職
員
の
登
用
拡
大
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て
把
握
・
分
析
し
、
優
良
事
例
の
横
展
開
を
行
う
。

【
内
閣
官
房
】
 

 ○
男
女

問
わ
ず

働
き

や
す
い

環
境

整
備

 

①
転
勤

に
関
す

る
配

慮
 

 
育
児

、
介
護

等
以

外
の

時
期
に

転
勤
等

を
さ

せ
て

必
要
な

職
務
経

験
を

積
ま

せ
、
登

用
に
向

け
た

育
成

を
行
う

こ
と
や

、
育

児
、

介
護
等

に
よ
る

時
間

制
約

の
あ
る

職
員
に

対
し

て
は

、
職
員

本
人
の

希
望

を
踏

ま
え
て

、
転
勤

を
所

属
の

管
区
内

等
で
行

う
こ

と
な

ど
、
転

勤
の
多

様
性

を
確

保
す
る

た
め
の

各
府

省
等

に
お
け
る
人
事
上
の
取
組
の
工
夫
に
つ
い
て

把
握
・
分
析
し
、
優
良
事
例
の
横
展
開
を
行
う
。【

内
閣
官
房
】

 

 ②
テ
レ

ワ
ー
ク

等
の

柔
軟
な

働
き

方
の
推

進
 

コ
ロ
ナ

前
の

働
き
方

に
戻

さ
な
い

よ
う

、
テ
レ

ワ
ー

ク
等
の

柔
軟

な
働
き

方
を

引
き
続

き
推

進
す
る
。

人
事
院

に
お
け

る
「

テ
レ

ワ
ー
ク

等
の
柔

軟
な

働
き

方
に
対

応
し
た

勤
務

時
間

制
度
等

の
在
り

方
に

関
す

る
研
究

会
」
の

議
論

を
踏

ま
え
、

令
和
４

年
度

内
に

フ
レ
ッ

ク
ス
タ

イ
ム

制
の

見
直
し

等
に
よ

る
勤

務
時

間
の
弾

力
化
に

つ
い

て
検

討
す
る

と
と
も

に
、

健
康

確
保
の

観
点
か

ら
、

勤
務

が
深
夜

に
及
ん

だ
場

合
の

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
確
保
の
在
り
方
に

つ
い
て
も
検
討
を
進
め
る
。
【
内
閣
官
房
、
（
人
事
院
）
】
 

 ○
偏
見

や
固
定

観
念

に
基
づ

く
言

動
の
改

善
 

男
女
共

同
参

画
は
、

国
際

的
に
共

有
さ

れ
た
規

範
で

あ
る
と

い
う

認
識
の

下
、

各
府
省

内
で

偏
見
や
固

定
観
念
に
基
づ
く
言
動
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を

指
摘
し
、
改
善
す
る
。
【
全
府
省
】
 

 （
３
）

経
済
分

野
 

①
女
性

役
員
比

率
の

向
上
 

企
業
の

ガ
バ

ナ
ン
ス

に
お

け
る
ジ

ェ
ン

ダ
ー
を

含
む

多
様
性

の
確

保
に
資

す
る

施
策
と

し
て

、
有
価
証

券
報
告

書
に
お

け
る

多
様

性
の
確

保
等
に

関
す

る
情

報
開
示

に
関
し

て
、

女
性

管
理
職

比
率
等

の
中

長
期

的
な
企
業
価
値
判
断
に
必
要
な
項
目
に
つ
い
て
、
令
和
４
年
夏
頃
ま
で
に
結
論
を
得
る
。
【
金
融
庁
】
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女
性
リ

ー
ダ

ー
人
材

バ
ン

ク
に
つ

い
て

、
利
用

者
の

ニ
ー
ズ

調
査

を
行
う

と
と

も
に
、

そ
の

結
果
を
踏

ま
え
、

更
な
る

活
用

の
拡

大
を
図

る
。
ま

た
、

新
た

に
「
女

性
役
員

情
報

サ
イ

ト
」
に

お
い
て

、
プ

ラ
イ

ム
市
場

上
場
企

業
を

始
め

、
市
場

ご
と
の

女
性

役
員

が
い
な

い
企
業

の
状

況
や

女
性
役

員
比
率

ラ
ン

キ
ン

グ
を
掲
載
す
る
こ
と
等
を
通
じ
て
、
企
業
に
お
け
る
役
員
へ
の
女
性
登
用
に
係
る
取
組
を
促
す
。
さ
ら
に
、

女
性
活

躍
の
要

素
を

考
慮

し
た
ジ

ェ
ン
ダ

ー
投

資
の

状
況
等

に
つ
い

て
調

査
し

、
広
く

発
信
す

る
こ

と
に

よ
り
、
企
業
に
お
け
る
女
性
活
躍
を
推
進
す

る
。
【
内
閣
府
】
 

令
和
４

年
夏

以
降
、

プ
ラ

イ
ム
市

場
上

場
企
業

を
対

象
に
執

行
役

員
等
を

含
め

た
役
員

に
占

め
る
女
性

割
合
の

調
査
を

行
い

、
こ

れ
を
踏

ま
え
、

令
和

４
年

度
内
に

５
次
計

画
に

お
け

る
令
和

７
年
ま

で
の

企
業

に
お
け
る
女
性
役
員
の
割
合
に
関
す
る
新
た
な
成
果
目
標
の
設
定
を
行
う
べ
く
検
討
を
進
め
る
。【

内
閣
府
】
 

 ②
全
国

の
商
工

会
、

商
工
会

議
所

に
お
け

る
取

組
 

令
和
４

年
度

に
全
国

の
商

工
会
及

び
商

工
会
議

所
に

お
け
る

役
員

の
種
別

ご
と

の
女
性

割
合

を
一
覧
化

し
て
「

見
え
る

化
」

す
る

。
あ
わ

せ
て
、

例
え

ば
代

表
を
役

員
の
充

て
職

と
す

る
な
ど

、
女
性

部
や

女
性

会
の
活
用
を
図
る
な
ど
に
よ
り
役
員
の
女
性

割
合
を
増
加
さ
せ
る
よ
う
要
請
す
る
。
【
経
済
産
業
省
】
 

 ③
公
共

調
達
の

見
直

し
 

令
和
４

年
３

月
に
改

正
し

た
「
女

性
の

活
躍
推

進
に

向
け
た

公
共

調
達
及

び
補

助
金
の

活
用

に
関
す
る

実
施
要
領
（
平
成

2
8
年
３
月

2
2
日
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
男
女
共
同
参
画
）
決
定
）
」
に
基
づ
き

、
公

共
調
達

に
お
い

て
女

性
活

躍
推
進

法
等
に

基
づ

く
認

定
を
受

け
た
企

業
等

を
加

点
評
価

す
る
取

組
に

つ
い

て
、
更

に
実
効

的
な

運
用

を
図
る

観
点
か

ら
、

国
の

機
関
に

お
け
る

加
点

評
価

の
実
施

状
況
や

、
同

企
業

等
の
入

札
参
加

及
び

受
注

の
状
況

等
を
新

た
に

調
査

・
公
表

し
、
取

組
状

況
の

更
な
る

「
見
え

る
化

」
を

行
い
、

予
算
の

適
正

な
使

用
に
留

意
し
つ

つ
、

各
機

関
に
お

け
る
取

組
の

底
上

げ
を
図

る
と
と

も
に

、
令

和
元
年
の
改
正
女
性
活
躍
推
進
法
の
施
行
後
５
年
の
見
直
し
に
向
け
た
課
題
整
理
を
開
始
す
る
。【

内
閣
府
】
 

 ④
コ
ー

ス
別
雇

用
管

理
の
柔

軟
な

運
用
等

 

コ
ー
ス

別
雇

用
管
理

を
行

っ
て
い

る
企

業
に
つ

い
て

、
女
性

活
躍

推
進
の

観
点

か
ら
、

よ
り

柔
軟
な
運

用
に
向

け
た
見

直
し

を
行

う
よ
う

周
知
啓

発
を

行
う

。
特
に

、
コ
ー

ス
転

換
制

度
を
設

け
て
い

な
い

企
業

（
平
成

2
9
年
度
：
2
0
.
3
％
）
に
対
し
、
制
度

を
設
け
る
よ
う
働
き
か
け
る
。
【
厚
生
労
働
省
】
 

 ⑤
男
女

共
同
参

画
推

進
連
携

会
議

の
活
動

を
通

じ
た
女

性
登

用
の
推

進
 

男
女
共

同
参

画
推
進

連
携

会
議
の

構
成

団
体
と

協
力

し
、
構

成
団

体
に
お

け
る

女
性
登

用
を

推
進
す
る

た
め
、

計
画
策

定
・

実
行

時
の
ア

ド
バ
イ

ス
等

の
支

援
を
行

う
と
と

も
に

、
他

の
団
体

に
お
い

て
も

活
用

で
き
る

ノ
ウ
ハ

ウ
に

つ
い

て
は
広

く
横
展

開
を

図
る

。
ま
た

、
メ
デ

ィ
ア

業
界

等
社
会

的
影
響

力
が

大
き

い
分
野

の
構
成

団
体

や
そ

の
傘
下

の
企
業

・
組

織
ト

ッ
プ
に

対
し
直

接
イ

ン
タ

ビ
ュ
ー

を
行
い

、
そ

の
内

容
を
広

報
媒
体

等
を

通
じ

て
広
く

発
信
す

る
こ

と
で

、
ト
ッ

プ
を
巻

き
込

ん
だ

業
界
内

の
取
組

が
加

速
す

る
よ
う
促
す
。
【
内
閣
府
】
 

 （
４
）

科
学
技

術
・

学
術
分

野
 

科
学
技

術
・

学
術
分

野
に

お
い
て

男
女

共
同
参

画
を

進
め
、

研
究

・
技
術

開
発

に
多
様

な
視

点
を
取
り



2
0 

 入
れ
て
い
く
こ
と
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ド
・
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

4の
創
出
に
も
つ
な
が
り
、
重
要
で
あ
る

。
こ

の
た
め

、
大
学

の
理

工
系

の
教
員

（
講
師

以
上

）
に

占
め
る

女
性
の

割
合

や
大

学
の
研

究
者
の

採
用

に
占

め
る
女
性
の
割
合
を
令
和
７
年
ま
で
に
引
き
上
げ
る
目
標
を
分
野
別
に
掲
げ
る
と
と
も
に
、
大
学
（
学
部
）

の
理
工

系
の
学

生
に

占
め

る
女
性

の
割
合

を
毎

年
度

高
め
る

と
の
目

標
を

定
め

て
い
る

。
ま
た

、
大

学
の

准
教
授
及
び
教
授
等
（
学
長
、
副
学
長
及
び
教
授
）
に
占
め
る
女
性
の
割
合
（
令
和
３
年
：
准
教
授

2
6
.
1
％
、

教
授
等

1
8
.
2
％
）
を
令
和
７
年
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
目
標
（
准
教
授

3
0
％
、
教
授
等

2
3
％
）
を

掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
以
下
の
取
組
を
進
め
る
。
 

 

〇
理
工

系
分
野

へ
の

進
学
を

選
択

す
る
女

子
学

生
へ
の

支
援

 

給
付
型

奨
学

金
や
授

業
料

等
減
免

の
制

度
に
つ

い
て

、
理
工

系
や

農
学
系

の
分

野
に
進

学
す

る
女
子
学

生
を
対
象
と
し
た
官
民
共
同
の
修
学
支
援
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
創
設
す
る
。
【
文
部
科
学
省
】
 

女
子
中

高
生

の
理
系

分
野

に
対
す

る
興

味
・
関

心
を

喚
起
し

、
理

系
分
野

へ
進

む
こ
と

を
支

援
す
る
た

め
の
取

組
を
行

っ
て

い
る

大
学
等

に
対
し

て
、

教
育

委
員
会

や
学
校

等
の

協
力

を
得
て

効
果
検

証
を

行
う

こ
と
を

促
す
と

と
も

に
、

取
組
の

好
事
例

の
普

及
を

図
る
。

ま
た
、

出
産

・
育

児
等
の

ラ
イ
フ

イ
ベ

ン
ト

と
研
究

と
の
両

立
や

女
性

研
究
者

の
研
究

力
向

上
を

通
じ
た

リ
ー
ダ

ー
の

育
成

を
一
体

的
に
推

進
す

る
ダ

イ
バ
ー

シ
テ
ィ

実
現

に
向

け
た
大

学
等
の

取
組

を
支

援
す
る

と
と
も

に
、

女
子

中
高
生

の
適
切

な
理

系
進

路
選
択
を
促
す
た
め
、
中
・
高
等
学
校
と
の

連
携
強
化
を
一
体
的
に
進
め
る
。
【
文
部
科
学
省
】
 

 〇
大
学

入
学
者

選
抜

に
お
け

る
多

様
な
入

試
方

法
の
推

進
 

学
部
等

の
枠

を
超
え

た
大

学
入
学

者
選

抜
の
実

施
な

ど
に
よ

る
入

学
後
の

専
攻

分
野
の

決
定

（
レ
イ
ト

ス
ペ
シ

ャ
ラ
イ

ゼ
ー

シ
ョ

ン
）
や

、
入
学

後
の

専
攻

分
野
の

転
換
、

編
入

学
な

ど
、
学

生
が
大

学
で

の
学

修
の
中

で
専
攻

分
野

を
決

定
し
た

り
、
専

攻
分

野
の

転
換
を

よ
り
容

易
に

し
た

り
す
る

等
の
複

線
的

・
多

面
的
な

学
び
を

通
じ

て
、

早
期
に

文
理
選

択
を

行
う

必
要
の

な
い
環

境
の

構
築

を
進
め

、
女
子

の
理

工
系

分
野
へ
の
進
学
者
の
増
加
を
目
指
す
。
【
文
部

科
学
省
】
 

 
女
子

学
生
の

占
め

る
割

合
の
少

な
い
分

野
の

大
学

入
学
者

選
抜
に

お
け

る
女

子
学
生

枠
の
確

保
等

に
積

極
的
に
取
り
組
む
大
学
等
に
対
し
て
、
運
営
費
交
付
金
や
私
学
助
成
に
よ
る
支
援
を
強
化
す
る
。【

文
部
科

学
省
】
 

 ○
大
学

へ
の
資

源
配

分
に
お

け
る

イ
ン
セ

ン
テ

ィ
ブ
の

強
化

 

国
立
大

学
法

人
運
営

費
交

付
金
や

私
立

大
学
等

経
常

費
補
助

金
を

始
め
と

す
る

大
学
へ

の
資

源
配
分
に

お
い
て

、
学
長

、
副

学
長

及
び
教

授
に
お

け
る

女
性

登
用
に

対
す
る

イ
ン

セ
ン

テ
ィ
ブ

を
引
き

続
き

付
与

す
る
。

ま
た
、

出
産

・
育

児
等
の

ラ
イ
フ

イ
ベ

ン
ト

が
女
性

研
究
者

の
キ

ャ
リ

ア
形
成

に
支
障

を
来

さ
な

い
よ
う

、
大
学

に
お

い
て

若
手
教

員
を
採

用
す

る
際

に
は
、

産
前
産

後
休

暇
や

育
児
休

業
の
期

間
を

配
慮

す
る
よ
う
促
す
。
【
文
部
科
学
省
】
 

 〇
科
学

技
術
・

学
術

分
野
に

お
け

る
女
性

登
用

の
促
進

 

大
学
や

国
の

研
究
開

発
法

人
も
含

め
た

研
究
機

関
に

対
し
て

、
女

性
活
躍

推
進

法
を
活

用
し

、
機
関
の

特
性
等

に
応
じ

て
、

女
性

教
員
の

採
用
割

合
や

学
長

、
副
学

長
等
の

女
性

管
理

職
へ
の

登
用
割

合
な

ど
の

目
標
及

び
こ
れ

ら
の

目
標

を
達
成

す
る
た

め
の

具
体

的
取
組

を
定
め

る
よ

う
要

請
し
た

結
果
を

把
握

す
る

。

                                                   
4 科

学
や
技
術
に
性
差
の
視
点
を
取
り
込
む
こ
と
に

よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
。

 



2
1 

 【
文
部
科
学
省
、
関
係
府
省
】
 

 〇
女
子

中
高
生

の
理

工
系
の

学
び

や
分
野

選
択

の
促
進

 

保
護
者

や
学

校
、
社

会
に

よ
る
「

女
子

は
理
系

に
向

い
て
い

な
い

」
等
の

ジ
ェ

ン
ダ
ー

バ
イ

ア
ス
解
消

に
向
け

て
、
政

府
・

大
学

・
産
業

界
一
体

と
な

っ
て

Ｓ
Ｎ
Ｓ

等
を
通

じ
て

多
角

的
に
情

報
発
信

す
る

。
ま

た
、
大

学
・
企

業
の

双
方

か
ら
ロ

ー
ル
モ

デ
ル

を
提

示
し
、

ロ
ー
ル

モ
デ

ル
に

よ
る
出

前
授
業

を
実

施
す

る
こ
と
等
に
よ
り
、
理
系

選
択
者
の
増
加
に
向
け
た
取
組
を
行
う
。【

内
閣
府

、
文
部
科
学
省
、
経
済
産

業

省
】
 

 （
５
）

地
域
に

お
け

る
女
性

活
躍

の
推
進

 

①
農
業

委
員
や

農
業

協
同
組

合
役

員
等
に

お
け

る
女
性

割
合

の
向
上

 

○
農
林

水
産
業

に
お

け
る
政

策
・

方
針
決

定
過

程
へ
の

女
性

参
画
の

推
進

 

農
業
委

員
や

農
業
協

同
組

合
、
森

林
組

合
、
漁

業
協

同
組
合

の
役

員
及
び

土
地

改
良
区

等
の

理
事
に
占

め
る
女

性
の
割

合
の

向
上

や
女
性

登
用
ゼ

ロ
か

ら
の

脱
却
に

向
け
た

取
組

な
ど

を
一
層

推
進
す

る
こ

と
と

し
、
地

方
公
共

団
体

、
農

林
水
産

団
体
等

に
対

し
て

、
具
体

的
な
目

標
の

設
定

や
女
性

の
参
画

を
促

進
す

る
仕
組
み
づ
く
り
を
働
き
か
け
る
。
 

農
業
委

員
会

に
つ
い

て
、

農
業
委

員
会

等
に
関

す
る

法
律
第

８
条

第
７
項

の
規

定
の
趣

旨
を

十
分
に
踏

ま
え
た

上
で
農

業
委

員
に

占
め
る

女
性
割

合
の

目
標

や
女
性

委
員
の

登
用

の
た

め
の
具

体
的
取

組
を

定
め

る
よ
う

、
全
国

農
業

会
議

所
及
び

都
道
府

県
を

通
じ

て
、
各

市
町
村

に
促

す
。

女
性
委

員
が
登

用
さ

れ
て

い
な
い

農
業
委

員
会

を
令

和
７
年

度
ま
で

に
０

に
す

る
と
い

う
目
標

の
と

こ
ろ

、
い
ま

だ
に
女

性
委

員
が

０
で
あ
る

2
5
4
の
農
業
委
員
会
（
令
和
３
年
度
）
に
対
す
る
働
き
か
け
を
重
点
的
に
行
う
。
市
町
村
の
目

標
及
び

具
体
的

取
組

の
策

定
状
況

、
女
性

委
員

の
登

用
実
績

に
つ
い

て
、

令
和

４
年
度

中
に
公

表
し

、
そ

の
結
果
を
踏
ま
え
て
更
に
取
組
を
強
化
し
て

い
く
。
 

農
業
協
同
組
合
に
つ
い
て
、
農
業
協
同
組

合
法
第

3
0
条
第

1
3
項
の
規
定
の
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま

え
た

上
で
役

員
に
占

め
る

女
性

割
合
の

目
標
や

女
性

役
員

の
登
用

の
た
め

の
具

体
的

取
組
を

定
め
る

よ
う

、
全

国
農
業

協
同
組

合
中

央
会

及
び
都

道
府
県

を
通

じ
て

、
各
農

業
協
同

組
合

に
促

す
。
女

性
役
員

が
登

用
さ

れ
て
い

な
い
農

業
協

同
組

合
を
令

和
７
年

度
ま

で
に

０
に
す

る
目
標

の
と

こ
ろ

、
い
ま

だ
に
女

性
役

員
が

０
で
あ
る

1
0
0
の
農
業
協
同
組
合
（
令
和
２

年
度
）
に
対
す
る
働
き
か
け
を
重
点
的
に
行
う
。
農
業
協
同

組
合
の

目
標
及

び
具

体
的

取
組
の

策
定
状

況
、

女
性

役
員
の

登
用
実

績
に

つ
い

て
、
令

和
４
年

度
中

に
公

表
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
更
に
取
組
を
強
化
し
て
い
く
。
 
 

土
地
改
良
区
（
土
地
改
良
区
連
合
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
女
性
理
事
が
登
用
さ
れ
て
い
な
い
組
織

数
を

令
和
７
年
度
ま
で
に
０
に
す
る
と
い
う
目
標
の
と
こ
ろ
、
現
状
で
は

3
,
4
0
9（

令
和
２
年
度
）
と
目
標

到
達

に
は
厳
し
い
状
況
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
土
地
改
良

長
期
計
画
（
令
和
３
年
３

月
2
3
日
閣
議
決
定
）
に

基

づ
き
、

国
・
都

道
府

県
・

市
町
村

及
び
都

道
府

県
土

地
改
良

事
業
団

体
連

合
会

等
が
都

道
府
県

ご
と

に
設

置
す
る

協
議
会

を
通

じ
て

、
土
地

改
良
区

に
対

す
る

情
報
提

供
な
ど

働
き

か
け

を
強
化

す
る
と

と
も

に
、

員
外
理

事
制
度

を
活

用
し

た
女
性

理
事
の

登
用

を
積

極
的
に

促
す
。

ま
た

、
理

事
の
み

な
ら
ず

総
代

に
お

け
る
女

性
の
割

合
が

極
め

て
低
い

現
状
を

踏
ま

え
、

関
係
者

の
女
性

登
用

に
対

す
る
理

解
の
促

進
や

意
識

改
革
を

一
層
推

進
し

、
土

地
改
良

区
の
女

性
職

員
の

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

化
な

ど
に

よ
り
、

女
性
活

躍
に

向
け

た
環
境
づ
く
り
を
促
進
す
る
。
 

 
ま
た

、
女
性

登
用

の
取

組
事
例

と
推
進

の
ポ

イ
ン

ト
を
ま

と
め
た

手
引

書
の

活
用
等

に
よ
り

、
農

業
委

員
会
や
農
業
協
同
組
合
等
の
女
性
登
用
を
後
押
し
し
て
い
く
。
【
農
林
水
産
省
】
 



2
2 

  ○
農
林

水
産
業

に
お

け
る
女

性
の

活
躍
の

推
進

 

農
林
水

産
業

で
働
く

女
性

に
と
っ

て
扱

い
や
す

い
デ

ジ
タ
ル

技
術

を
活
用

し
た

ス
マ
ー

ト
農

林
水
産
業

の
推
進

、
農
業

女
子

プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
に
お

け
る

企
業

・
教
育

機
関
と

連
携

し
た

女
性
が

扱
い
や

す
い

農
業

機
械
等

の
開
発

、
育

児
と

農
作
業

の
両
立

な
ど

に
関

す
る
サ

ポ
ー
ト

活
動

、
更

衣
室
や

託
児
ス

ペ
ー

ス
の

整
備
、

女
性
の

受
入

体
制

づ
く
り

の
た
め

の
農

業
法

人
向
け

マ
ニ
ュ

ア
ル

の
普

及
等
の

農
林
水

産
業

に
お

い
て
女
性
が
活
躍
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
。
【
農
林
水
産
省
】
 

 ②
防
災

分
野
 

〇
男
女

共
同
参

画
の

視
点
か

ら
の

防
災
・

復
興

の
取
組

強
化

 

 
都
道
府
県
防
災
会
議
の
委
員
に
占
め
る
女

性
の
割
合
を
現
状
の

1
6
.
1
%
5か

ら
令
和
７
年
ま
で
に

3
0
％
に

す
る
目

標
や
、

市
町

村
防

災
会
議

の
委
員

に
占

め
る

女
性
の

割
合
を

引
き

上
げ

る
目
標

（
令
和

７
年

ま
で

に
、
女
性
が
登
用
さ
れ
て
い
な
い
組
織
数
を
現
状
の

3
2
8
6か

ら
0
に
す
る
と

と
も
に
、
委
員
に
占
め
る
女

性
の
割
合
を
現
状
の

9
.
3
%
7か

ら
早
期
に

1
5
％
と
し
更
に

3
0
％
を
目
指
す
）
な
ど
を
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
、

こ
れ
ら
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
以
下
の
取
組
を
加
速
さ
せ
る
。
 

 
「
防
災
・
復
興

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

8 
に
基
づ
く
地
方
公
共
団
体
の
取
組
状
況
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
に

つ
い
て

、
毎
年

度
継

続
的

に
実
施

す
る
。

ま
た

、
同

調
査
の

結
果
を

基
に

地
方

防
災
会

議
へ
の

女
性

委
員

の
積
極

的
な
登

用
等

を
行

っ
て
い

る
地
方

公
共

団
体

に
ヒ
ア

リ
ン
グ

を
実

施
し

、
好
事

例
を
収

集
す

る
。

「
防
災
・
復
興
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
の
内
容
を

基
に
し

た
「
実
践
的
学
習
プ
ロ
グ

ラ
ム
」

9 
や
、
女
性
の
地
域

の
防
災
活
動
を
促
進
す
る

た
め
の
「
ノ
ウ
ハ
ウ
・
活

動
事
例
集
」

1
0 
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
で
収
集
し

た
好
事

例
等
を

地
方

公
共

団
体
職

員
向
け

の
研

修
、

女
性
防

災
士
や

地
域

の
女

性
防
災

リ
ー
ダ

ー
と

の
勉

強
会
等

、
あ
ら

ゆ
る

機
会

を
通
じ

て
全
国

各
地

に
展

開
す
る

こ
と
で

、
地

域
の

防
災
力

向
上
や

潜
在

的
な

地
方
防
災
会
議
の
女
性
委
員
の
発
掘
に
つ
な
げ
る
。
【
内
閣
府
】
 

 〇
防
災

の
現
場

等
に

お
け
る

女
性

の
参
画

拡
大

 

地
方
公

共
団

体
の
女

性
職

員
の
防

災
の

現
場
へ

の
参

画
を
促

進
し

、
ま
た

性
別

に
関
わ

ら
ず

育
児
や
介

護
等
を

担
う
職

員
も

安
心

し
て
災

害
対
応

業
務

に
従

事
で
き

る
よ
う

、
子

供
や

要
配
慮

者
の
預

け
先

の
確

保
等
の

環
境
整

備
な

ど
、

災
害
対

応
に
携

わ
る

職
員

へ
の
支

援
を
行

う
地

方
公

共
団
体

の
好
事

例
を

収
集

し
、
周
知
す
る
。
【
内
閣
府
】
 

各
地
方

公
共

団
体
で

災
害

対
応
に

携
わ

る
女
性

職
員

同
士
の

組
織

の
枠
を

超
え

た
つ
な

が
り

を
強
化
す

る
た
め

、
よ
ん

な
な

防
災

会
女
子

部
等
の

民
間

団
体

と
も
連

携
し
積

極
的

に
意

見
交
換

や
情
報

共
有

を
行

う
ほ
か
、
女
性
防

災
士
や
地
域
の
女
性
防
災
リ
ー
ダ
ー
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化
に
取
り
組
む
。【

内
閣
府
】
 

 
消
防
吏
員
に
占
め
る
女

性
の
割
合
を
現
在
の

3
.
2
%
1
1か

ら
令
和
８
年
度
当
初

ま
で
に
５
％
と
す
る
目
標

を
掲
げ

て
い
る

と
こ

ろ
、

こ
の
目

標
を
達

成
す

る
た

め
、
女

性
消
防

吏
員

の
更

な
る
活

躍
推
進

に
向

け
、

新
た
に
幹
部
向
け
研
修
会
を
実
施
す
る
。
【
総
務
省
】
 

                                                   
5 

令
和
３
年
度
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
又
は
女
性
に
関
す
る
施
策
の
推
進
状
況

」（
数
値
は
原
則
令
和
３

年
４
月
１
日
時
点
）

 
6 
同
上

 
7 
同
上

 
8 
「

災
害
対
応
力
を

強
化
す
る
女
性
の
視
点
～
男
女
共
同
参
画
の
視
点
か
ら
の
防
災
・
復
興
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
～

」（
令
和
２
年
作
成
）

 
9 
「

災
害
対
応
力
を

強
化
す
る
女
性
の
視
点
」
実
践
的
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
令
和
３
年
作
成
）

 
10 

「
女
性
が
力
を
発
揮
す
る
こ
れ
か
ら
の
地
域
防
災
～
ノ
ウ
ハ
ウ
・
活
動
事
例
集
～

」（
令
和
４
年
作
成
）

 
11 

令
和

3
年
版
「
消
防
白
書
」（

数
値
は
令
和

3
年

4
月
１
日
時
点
）

 



2
3 

 

消
防

団
員

に
占

め
る

女
性

の
割

合
を

現
在

の
3
.
4
%

1
2か

ら
令

和
８

年
度

ま
で

に
引

き
上

げ
る

目
標

（
1
0
％

を
目
標

と
し

つ
つ

当
面
５

％
）
を

掲
げ

て
い

る
と
こ

ろ
、
こ

の
目

標
を

達
成
す

る
た
め

、
消

防
団

へ
の
女

性
の
積

極
的

な
加

入
促
進

に
向
け

、
子

供
連

れ
で
も

活
動
で

き
る

消
防

団
の
環

境
づ
く

り
等

、
地

方
公
共
団
体
の
取
組
を
支
援
す
る
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
し
、
全
国
へ
展
開
す
る
。
【
総
務
省
】
 

防
災
・
危
機
管
理
分
野
で

活
躍
が
期
待
さ
れ
る
自
衛
官
に
つ
い
て
、
令
和

1
2
年
度
ま
で
に
全
自
衛
官
に

占
め
る
女
性
割
合
を

1
2
％
以
上
、
令
和
７
年

度
末
ま
で
に
佐
官
以
上
の
幹
部
自
衛
官
に
占
め
る
女
性
割
合

を
５
％

以
上
と

す
る

目
標

を
達
成

す
る
た

め
、

駐
屯

地
・
基

地
等
の

施
設

の
環

境
整
備

を
進
め

る
と

と
も

に
、
女
性
の
採
用

拡
大
、
隊
員
の
意
識
改
革
、
仕
事
と
育
児
・
介
護
等
の
両
立

支
援
等
を
一
層
推
進
す
る
。

【
防
衛
省
】
 

地
方
警
察
官
に
占
め
る
女
性
の
割
合
を
令
和
８
年
度
当
初
に

1
2
％
程
度
と
す
る
目
標
を
掲
げ
て
い
る
と

こ
ろ
、

こ
の
目

標
を

達
成

す
る
た

め
、
各

都
道

府
県

警
察
に

お
い
て

策
定

し
て

い
る
計

画
等
を

踏
ま

え
て

女
性
警

察
官
の

採
用

・
登

用
の
拡

大
に
向

け
た

取
組

が
推
進

さ
れ
る

よ
う

、
随

時
の
機

会
に
指

導
す

る
ほ

か
、
都

道
府
県

警
察

の
幹

部
職
員

に
対
す

る
男

女
共

同
参
画

に
関
す

る
施

策
に

つ
い
て

の
教
育

を
実

施
す

る
な
ど

し
て
、

女
性

が
そ

の
個
性

と
能
力

を
十

分
に

発
揮
し

て
活
躍

で
き

る
よ

う
な
環

境
整
備

を
一

層
推

進
す
る
。
【
警
察
庁
】
 

 ③
校
長

・
教
育

委
員

会
等
に

お
け

る
女
性

割
合

の
向
上

 

○
校
長

等
へ
の

女
性

の
登
用

の
促

進
 

教
育
分

野
で

は
、
初

等
中

等
教
育

機
関

の
教
頭

以
上

に
占
め

る
女

性
の
割

合
（

令
和
３

年
：

副
校
長
・

教
頭

2
3
.
2
％
、
校
長

1
7
.
3
％
）
な
ど
を
令
和
７
年
ま
で
に
引
き
上
げ
る
目
標
（
副
校
長
・
教
頭
で

2
5
％
、

校
長

2
0
％
）
を
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
以
下
の
取
組
を
進
め
る
。
 

女
性
活

躍
推

進
法
に

基
づ

く
各
教

育
委

員
会
の

事
業

主
行
動

計
画

等
に
お

け
る

校
長
、

副
校

長
及
び
教

頭
の
そ

れ
ぞ
れ

の
女

性
割

合
の
目

標
や
登

用
の

た
め

の
具
体

的
取
組

に
つ

い
て

、
既
に

公
表
し

た
結

果
を

踏
ま
え

、
未
だ

目
標

設
定

等
が
さ

れ
て
い

な
い

教
育

委
員
会

に
対
し

て
、

こ
れ

ら
を
速

や
か
に

定
め

る
よ

う
促
す

と
と
も

に
、

令
和

４
年
度

中
に
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ
を

行
う
。

ま
た

、
各

学
校
法

人
に
つ

い
て

も
、

令
和
４
年
度
中
に
、
国
民
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
形
で
の
情
報
公
開
を
促
す
。
【
文
部
科
学
省
】
 

教
育
委

員
会

に
お
け

る
学

校
長
等

の
管

理
職
人

事
担

当
者
（

課
長

ク
ラ
ス

）
等

が
参
加

す
る

全
国
フ
ォ

ー
ラ
ム

を
開
催

し
、

女
性

登
用
に

関
し
て

地
域

ご
と

に
抱
え

る
課
題

や
収

集
し

た
好
事

例
等
に

つ
い

て
横

展
開
を

図
る
こ

と
で

、
校

長
等
の

女
性
割

合
が

低
い

地
域
に

対
し
て

積
極

的
な

女
性
登

用
を
促

す
。

さ
ら

に
、
教

育
委
員

会
や

学
校

長
会
等

の
教
育

関
係

団
体

へ
の
周

知
や
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で
の

発
信
な

ど
、

あ
ら

ゆ
る
場
を
通
じ
て
教
育
委
員
会
や
初
等
中
等
教
育
機
関
に
対
し
て
取
組
を
促
す
。
【
文
部
科
学
省
】
 

教
育
委

員
会

に
お
け

る
管

理
職
選

考
試

験
に
つ

い
て

、
出
産

・
育

児
・
介

護
等

に
よ
る

キ
ャ

リ
ア
の
中

断
が
不

利
と
な

ら
な

い
よ

う
、
経

験
年
数

や
年

齢
等

の
受
験

要
件
の

必
要

な
見

直
し
を

促
す
と

と
も

に
、

そ
の
結

果
を
令

和
４

年
度

中
に
公

表
す
る

。
ま

た
、

女
性
教

員
が
ど

の
よ

う
な

点
で
受

験
要
件

に
つ

い
て

困
難
に
感
じ
て
い
る
か
を
把
握
し
、
更
な
る
取
組
を
検
討
す
る
。
【
文
部
科
学
省
】
 

教
職
員

の
男

女
が
と

も
に

仕
事
と

育
児

・
介
護

等
を

両
立
で

き
る

よ
う
に

す
る

た
め
に

も
、

学
校
に
お

け
る
働

き
方
改

革
を

進
め

る
こ
と

は
重
要

で
あ

り
、

各
教
育

委
員
会

に
お

け
る

働
き
方

改
革
に

係
る

取
組

状
況
調
査
を
行
う
。
【
文
部
科
学
省
】
 

独
立
行

政
法

人
教
職

員
支

援
機
構

が
行

う
校
長

・
教

頭
へ
の

昇
任

を
希
望

す
る

教
員
が

参
加

す
る
各
種

研
修
に
つ
い
て
、
女
性
教
職
員
の
参
加
割
合
の
数
値
目
標
（
現
状

2
5
%
）
を

3
0
％
に
引
き
上
げ
る
。
妊
娠

                                                   
12 

令
和

3
年
版
「
消
防
白
書
」（

数
値
は
令
和

3
年

4
月
１
日
時
点
）

 



2
4 

 し
て
い

る
教
職

員
や

子
育

て
・
介

護
等
を

行
っ

て
い

る
教
職

員
が
参

加
し

や
す

い
よ
う

オ
ン
ラ

イ
ン

研
修

を
積
極

的
に
取

り
入

れ
る

と
と
も

に
、
集

合
型

研
修

を
行
う

場
合
に

お
い

て
も

、
こ
れ

ら
の
教

職
員

が
参

加
し
や

す
い
よ

う
教

育
委

員
会
に

対
し
て

環
境

の
整

備
を
促

す
。
ま

た
、

女
性

教
職
員

の
参
加

が
少

な
い

都
道
府
県
教
育
委
員
会
に
対
し
、
積
極
的
な

参
加
を
促
す
。
【
文
部
科
学
省
】
 

 

〇
教
育

委
員
会

等
に

お
け
る

女
性

登
用
の

推
進

 

都
道
府

県
及

び
市
町

村
の

教
育
委

員
会

の
う
ち

、
女

性
の
教

育
委

員
の
い

な
い

教
育
委

員
会

の
数
を
令

和
７
年

ま
で
に

０
に

す
る

目
標
を

掲
げ
て

い
る

と
こ

ろ
、
こ

の
目
標

を
達

成
す

る
た
め

、
以
下

の
取

組
を

進
め
る
。
 

女
性
教

育
委

員
が
い

な
い

都
道
府

県
及

び
市
町

村
教

育
委
員

会
が

早
期
に

ゼ
ロ

と
な
る

よ
う

女
性
教
育

委
員
が

い
な
い

理
由

や
今

後
の
選

任
予
定

に
関

す
る

調
査
結

果
を
踏

ま
え

、
令

和
４
年

度
中
に

対
応

策
を

検
討
し

、
教
育

委
員

会
に

助
言
を

行
う
と

と
も

に
、

そ
の
結

果
を
公

表
す

る
。

さ
ら
に

、
依
然

と
し

て
女

性
教
育
委
員
が
い
な
い
教
育
委
員
会
に
対
し

て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
。
【
文
部
科
学
省
】
 

令
和
４

年
度

中
に
学

校
運

営
協
議

会
委

員
の
女

性
委

員
の
割

合
を

把
握
し

、
女

性
委
員

の
登

用
促
進
を

各
教
育
委
員
会
に
働
き
か
け
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
。
【
文
部
科
学
省
】
 

 （
６
）

国
際
分

野
 

①
女
性

外
交
官

の
活

躍
推
進
 

在
外
公
館
の
各
役
職
段
階
に
占
め
る
女
性

の
割
合
（
令
和
３
年
７
月
現
在
：
公
使
、
参
事
官
以
上

7
.
5
％
、

特
命
全

権
大

使
、
総

領
事

4
.
7
％
）

な
ど

を
令

和
７
年
ま

で
に

引
き
上

げ
る

目
標
（

公
使

、
参
事

官
以

上

1
0
％
、
特
命
全
権
大
使
、
総
領
事

8
％
）
を
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
目
標
を
着
実
に
達
成
す
る
た

め
、
人

材
の
着

実
な

育
成

や
昇
任

意
欲
の

向
上

に
つ

な
が
る

取
組
を

進
め

、
女

性
職
員

の
採
用

拡
大

、
能

力
向
上

に
つ
な

が
る

適
材

適
所
な

人
材
配

置
を

行
う

と
と
も

に
、
省

内
公

募
の

活
用
、

管
理
職

や
管

理
職

候
補
へ

の
中
途

採
用

や
民

間
登
用

の
推
進

等
に

よ
り

、
管
理

職
登
用

を
直

接
行

う
だ
け

で
な
く

、
中

長
期

的
な
観
点
か
ら
も
そ
の
候
補
者
を
増
や
す
取
組
を
進
め
る
。
【
外
務
省
】
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